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１ 指定管理者制度について 

（１）概要 

埼玉県（以下「県」という）では、県営都市公園（以下「公園」という）について、平成１

８年４月から地方自治法の一部改正(平成１５年９月２日施行)により創設された指定管理者制

度を導入しています。地方自治法２４４条の２第３項で、普通地方公共団体は、公の施設の設

置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法

人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（以下「指定管理者」という）

に、当該公の施設の管理を行わせることができる、と規定されています。 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間事業者等の有するノウハウや柔軟な発想を生かし、

多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応していくことを目的としています。 

（２）指定管理者の権限 

公園の管理は、都市公園法の規定により、これを設置した県が行うこととされています。指

定管理者制度は、地方自治法の規定により、県の管理権限を指定管理者に委任するものです。 

したがって、指定管理者は法令等に基づき、各公園のこれまでの管理状況等を参考にしなが

ら、利用料金の設定、事件・事故やクレーム等への対応、公園内での行為や施設利用に関する

許可、各種自主イベントの企画・実施、売店等の収益事業活動など、公園全体の管理運営を行

います。 

このため、前例に必ずしもとらわれることなく、利用者サービス向上と収益向上を目指し、

経営的視点によるマネジメントが求められます。 

（３）指定管理者の指定の性格 

指定管理者の指定は、議会の議決を経た上で地方公共団体に代わって当該施設の管理を行う

こととする行政処分であり、民法上の「請負」等の契約でないことに注意してください。 

指定管理業務の実施に当たっての詳細な事項については、指定管理者の指定申請時に県に提

出された事業計画書などをもとに、県と指定管理者の間の協議で「協定」を締結することとな

ります。(別添資料１、２参照) 

（４）指定管理者制度における利用料金制度 

地方自治法の規定により、指定管理者制度において利用料金を指定管理者の収入として収受

させることができ、当該利用料金は、条例で定めるところにより、地方公共団体の承認を受け

て指定管理者が定めるものとされています。指定管理者の収入としては、利用料金収入、協定

で定めた事業計画に基づき指定管理者が公園で行う自主事業収入及び指定管理委託料等です。

指定管理者の支出としては、公園の維持管理に必要な経費のほか、協定で定めた事業計画に基

づいて指定管理者が公園で行う事業に必要な経費等です。なお、原則として、収支が赤字にな

った場合でも指定管理料の補てんはありません。（下記４管理運営に関する基本的事項（８）

指定管理者と県との責任分担参照） 
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２ 指定管理者の募集について 

次の公園について、以下のとおり指定管理者を募集します。 

 都市公園名 所在地 指定予定期間 

１ 上尾運動公園 上尾市 
令和 ９年４月 １日から 

令和１１年３月３１日までの２年間 

２ 羽生水郷公園 羽生市 令和 ９年４月 １日から 

令和１４年３月３１日までの５年間 ３ 春日部夢の森公園 春日部市 

 ※ 公園スタジアム課ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a1105/index.htm

l)の「県営公園の紹介」を参考にしてください。 

 

３ 施設の概要 

施設の概要については、各公園の「現況調書」を参照してください。 

 

４ 管理運営に関する基本的事項 

（１）公園の設置目的及び管理運営方針 

公園は、都市の中の貴重な公共空地として、良好な自然環境の形成や地域のまちづくりへの

寄与、災害時の防災機能等を目的として設置された公の施設です。公園内の広場や園路などは

誰もが自由に利用できるとともに、遊戯施設、運動施設あるいは教養施設(動物園、音楽堂、茶

室)等が複合している公園もあり、スポーツやレクリエーション、あるいは安らぎやゆとりを求

めて利用される方など様々です。 

そこで、指定管理者は、以下の方針に沿って公園の管理運営に努めることとします。 

・公園の利用に際して平等かつ公正な取扱いを行い、適正な管理運営を行うこと。 

・利用者が安心安全で快適に利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって、施設を常に良

好な状態に保つこと。 

・巡回点検、清掃、警備、修繕等を適切に行い、事故の防止及び防犯体制の確立に努めること。 

・公園の持つ機能や特性を十分に理解し、一層の利活用を進めることで、質の高いサービスの

提供と収益の向上を目指すこと。 

・利用者等の意見を反映し、新たな要請にも柔軟かつ的確な対応を行うとともに、地域コミュ

ニティと連携した管理運営に努めること。 

・指定緊急避難場所等の防災機能や兼用機能（園内の調節池が持つ大雨や洪水時の遊水機能）

が十分に発揮されるよう、非常時における迅速かつ適切な対応を行うこと。 

・公園をより良くしていくための工夫や取組を行い、効果的・効率的な運営に努めること。 

 （２）幅広い様々な利用者を想定した管理運営 

 公園は、子ども・若者から高齢者まで幅広い年齢層や、障がい者、外国人、性的マイノリテ

ィ（LGBT等）の方など様々な利用者が、それぞれ異なる目的やニーズを持って利用されます。

持続可能なより良い管理運営をするためには、幅広い様々な利用者に公平かつ快適で安心安全

な環境を提供する必要があります。そのためには、各種関係法令を理解し、様々な方々からの

意見を聞き、適正な管理運営を行うことが必要です。提案にあたっては、これらの視点も踏ま

えて提案をしてください。 

 ※参考資料URL 

    ・埼玉県福祉のまちづくり条例 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/kenntikuhudousann/sonotakenntikubutunikakaruhoureitou/02z

yourei/saitamakennhukusinomatidukurizyourei/hukusinomatidukurinikannsurukoto.html#hukumati 

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a1105/index.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/kenntikuhudousann/sonotakenntikubutunikakaruhoureitou/02z
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・埼玉県こども・若者基本条例（県HP） 

     https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kodomowakamonokihonjourei.html 

    ・埼玉県こども・若者計画（令和7年度～令和11年度）（県HP） 

     https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kodomowakamono-keikaku.html 

    ・ジェンダー主流化の推進（県HP） 

     https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252441/240402.pdf 

（３）指定管理者が公園で行う業務内容 

  ア 公園の管理運営に関する業務 

イ 公園における行為の許可及び公園施設の利用の許可に関する業務 

ウ 利用に係る料金の収受に関する業務 

エ 公園施設(設備及び物品を含む。)の維持管理に関する業務 

※業務内容に関する細目的事項は、協議の上、協定で定めます。なお、指定管理業務に関する内容は、別

添資料１「指定管理者が行う主な業務」、別添資料２「県営公園の管理に関する基本協定書(案)」、

「指定管理業務仕様書（案）」及び各公園の「現況調書」を参照してください。 

※【用語解説】 

 ・「行為の許可」・・・埼玉県都市公園条例(以下「条例」という。)第９条第１項各号に掲げられた公

園内での制限行為について、行うことを許可すること。条例第２８条に基づき、条例別表第３に定

められた額の範囲以内で、県の承認を受けて指定管理者が定めた料金の収受が可能。 

  例)出店、桜祭り(イベント)、映画の撮影(ロケーション)など 

 ・「利用の許可」・・・条例第１０条第１項に規定されているとおり、県が設置した有料公園施設を利

用することを許可すること。条例第２８条に基づき、条例別表第１の２に定められた額の範囲以内

で、県の承認を受けて指定管理者が定めた料金の収受が可能。 

（４）管理運営に要する経費 

  ア 利用料金の設定 

公園施設の利用等に係る料金は、指定管理者の収入とします。(知事の許可による使用料

は除く。)指定管理者は、条例に定める額の範囲内で、現行の料金及び近傍の同種同規模施

設の料金等を基礎として利用料金を設定してください。設定に当たっては、事前に知事の承

認が必要となりますので、県との協議により設定してください。 

なお、利用料金は、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する

条例」が適用される方が利用される場合には減額されます。 

イ 指定管理業務に係る指定管理料 

県は、指定管理者が指定管理業務を行うために必要な経費を賄うため、毎年度の予算の範

囲内において指定管理者に指定管理料として支払います。指定管理料の具体的な額や支払時

期・方法等は協議の上、協定で定めます。なお、県の予算編成上の都合から、各年度協定で

定める各年度の支払額は平準化（指定期間中に見込まれる全体指定管理料額を各年平均化）

する場合があります。 

※ 指定管理料や利用料金収入の実績は、該当公園「現況調書」の別紙「管理費内訳及び収入実績」を参

照してください。 

※ 指定管理業務開始前の準備経費(職員の事前雇用等)は、指定管理者の負担となります。 

※ 基本協定書における指定管理料算定に用いる消費税及び地方消費税率は、１０パーセントとします。 

ウ スライド制度の適用 

指定管理業務に係る委託料については、賃金及び物価水準等の指標に１％を超える変動が

見られた場合に、その変動の影響を翌年度の指定管理料に反映させる措置（以下、「スライ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kodomowakamonokihonjourei.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kodomowakamono-keikaku.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/252441/240402.pdf
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ド制度」という。）を適用します。 

なお、制度の具体的な運用については、県ホームページ上の「指定管理者制度におけるス

ライド制度運用の手引き」（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0104/kaikaku-shitei/shit

eikanrislide.html）によるものとします。 

（５）管理運営の原則(管理の基準等) 

ア 公の施設であること。（地方自治法第244条） 

イ 公園利用者の平等な利用を確保すること。 

ウ 地方自治法、都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則、埼玉県都市公園条例、

埼玉県都市公園条例施行規則のほか、法令、条例及び規則等を遵守し、適正に管理運営を行

うこと。 

エ 公園の設置目的を効果的に達成し、効率的な管理運営を行うこと。 

オ 指定期間中、指定管理業務を安定して行うこと。 

カ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報は適正に取り扱うこと。 

※ 管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、協定で定めます。 

※ 管理の基準を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

（６）自主事業の基準 

ア 指定管理者は、公園の設置目的に反しない範囲において、自主事業を実施することができ

ます。利用者サービスの向上、賑わいの創出あるいは収益の向上等が見込まれるもので、公

園利用に相応しいものを提案してください。 

イ この公募において提案された自主事業の実施可否については、選定後、県と協定を締結す

る際にあらためて協議するものとします。 

（７）指定管理者と県との役割分担 

ア 指定管理者と県との役割分担は、原則として次のとおりです。 

   下記の表に定めのない事項については指定管理者と県が協議して定めるものとします。 

項      目 指定管理者 埼玉県 

運営の基本的な考え方 ○ ○ 
（条例・規則等） 

公園の運営業務 

(施設利用調整、許可、利用指導、案内、警備、苦情対応、安全

衛生管理 等) 

○   

公園施設の管理業務 

(植物管理、園内清掃、施設保守点検、設備法定点検、補修修

繕、光熱水費の支出、貸与備品管理、消耗品管理 等) 

○   

公園の修

繕 

通常修繕(1 件あたりの見積額が 100 万円未満) ○   

上記以外の修繕   ○ 

倒木、枯

損木処分 

1 件あたり 100 万円以下の部分の処分 ○   

1 件あたり 100 万円を超える部分の処分   ○ 

保険への

加入 

公園施設の火災保険   ○ 

公園施設の賠償責任保険  ○   

自動車任意保険 ○   

広報に関する業務 ○  

公園の法的管理（占用及び設置許可）  ○ 

包括的な管理責任   ○ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0104/kaikaku-shitei/shit
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※ 指定管理者の故意・過失、協定で定められた管理を怠ったことによる施設、設備及び備品の損傷・汚損は、

金額に関わらず指定管理者が修繕を行うものとします。 

※ 指定管理者が公園施設の修繕又は設備の改修を行った場合、指定管理者は当該資産の所有権を放棄するも

のとします。 

※ 指定管理者が指定管理料を使って購入した備品については、原則として埼玉県に帰属するものとします。 

※ 公園施設の賠償責任保険については、県に責任が及んだときも含めた賠償責任保険を付保してください。 

イ その他の指定管理者の役割 

(ア)指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、公園を常に良好な状態に管理する

義務を負います。 

(イ）指定管理者は、公園の機能を前提とした、利用者への平等かつ良好なサービスを

提供しなければなりません。 

(ウ）指定管理者は、利用者の事故や事件、災害等に対し、現場で対応する責任を有し、

公園施設又は利用者に事故があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに

県に報告しなければなりません。 

(エ）県地域防災計画等において、指定緊急避難場所や防災活動拠点に指定されている

公園があります。そのため、防災施設機能について維持管理だけでなく、非常災害

時に県や市町が利用する場合にも協力しなければなりません。 

(オ）その他協定で定める事項 

（８）指定管理者と県との責任分担 

指定管理者と県との責任分担は、原則として次のとおりです。下記の表に定めのない事項に

ついては指定管理者と県が協議して定めるものとします。 

項目 内容 指定管理者 県 

管理運営準備・運営

引継ぎリスク 

県の責めにより、問題が発生した場合に

関するもの 
  ○ 

上記以外に問題が発生した場合に関する

もの 
○   

指定管理中止リスク 

指定管理者による管理を取りやめた場合

に関するもの(指定の取消しに伴うものを

除く) 

  ○ 

住民問題リスク 

指定管理者の指定に伴う、住民反対運動

・訴訟等に関するもの 
  ○ 

上記以外のもので、指定管理業務におけ

る地域との調和・連携に関すること ○   

法令変更リスク 
施設の設置基準の変更等、法令変更に伴

い施設設備等の改修・整備が必要なもの 
  ○ 

税制度の変更リスク 
税制度の変更による納税額の増加による

もの 
○   

物価変動リスク 
指定後の物価上昇、インフレ、デフレに

よるもの 
○   

金利変動リスク 金利変動に伴う経費の増加によるもの ○   

運営費の膨張リスク 人件費等の運営費の膨張 ○   

利用変動リスク 当初の利用見込みとの乖離 ○   

利用料金の未収 利用料金の未収による収入減 ○   
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項目 内容 指定管理者 県 

第三者への損害賠償

リスク 

指定管理者の管理上の瑕疵によるもの 
○   

指定後に発覚した施設設備等の設計・構

造上の瑕疵によるもの 
  ○ 

運営の中断に係わる

リスク 

指定管理者の管理上の瑕疵による臨時休

館、事業中止等 
○   

指定後に発覚した施設設備等の設計・構

造上の瑕疵による臨時休館、事業中止等 
  ○ 

県の責めに帰すべき要因による臨時休館、

事業中止等 
  ○ 

火災による損害リス

ク 

指定管理者の管理上の瑕疵によるもの ○  

指定後に発覚した施設設備等の設計・構

造上の瑕疵によるもの 
 ○ 

計画変更リスク 
県の責めによる事業内容・用途の変更に

よるもの 
  ○ 

対利用者リスク 利用者の事故に関するもの ○   

対職員リスク 職員の業務上のけが等 ○   

ボランティアリスク 
ボランティアが施設内で活動する場合の

けが等に関するもの 
○   

プライバシー保護リ

スク 

利用者の個人情報の取扱いに関するもの 
○   

事業終了時のリスク 

指定期間が終了した場合又は期間途中に

おいて業務を廃止した場合における、指

定管理者が設置した設備・備品の撤去費

用等 

○ 

  

※ 指定管理業務の継続に重大な影響を及ぼすものは協議事項とする。 

※ 指定管理者はリスクを想定の上、任意で保険に加入するものとする。 

※ 原則として責任分担に応じて県、指定管理者それぞれが費用を負担する。ただし、不可抗力(暴風、豪

雨、洪水、地震、落盤、争乱、騒動、感染症その他県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことので

きない自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの)に伴う経費増や事業履行不能等

については協議事項とする。 

（９）指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

ア 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、

速やかに県に報告しなければなりません。 

イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による適正な施設管理が困難となった

場合又はそのおそれがあると認められる場合は、県は、指定管理者に対して改善勧告を行い、

期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができます。 

 この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかったときには、県

は、指定管理者の指定を取り消すことができます。 

ウ 指定管理者が県の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど指定

管理業務の継続が困難と認められる場合は、県は、指定管理者の指定を取り消すことができ

ます。 

エ 上記イ又はウにより指定管理者の指定が取り消された結果、県に損害が生じた場合は、指

定を取り消された指定管理者は、県に生じた損害について賠償の責めを負うこととなります。 

オ 県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続が困難と
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なった場合は、県と指定管理者は、指定管理業務継続の可否について協議することとします。 

（10）指定期間終了に伴う事務に関する事項 

ア 指定管理者には、指定期間終了前に県が行う次期指定管理者の指定事務に協力していただ

きます。具体的には、募集要項の作成や現地見学会の開催などが該当します。 

イ 次期指定期間は他の者が公園を管理することとなった場合、現指定管理者には、後任の指

定管理者に管理事務の引継ぎをしていただきます。（９）「指定管理業務の継続が困難にな

った場合における措置に関する事項」についても同様です。 

（11）委託等の禁止 

指定管理業務の実施に当たり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることは認

められません。ただし、あらかじめ県の承認を受けた場合には、業務の一部を第三者に委託

し、又は請け負わせることができます。委託を予定している場合、申請時に「委託予定業務」

(様式7-14)を提出してください。 

（12）ネーミングライツ制度＊について 

埼玉県では、安定的な施設運営・維持や施設の魅力向上、県民サービスの向上を図るとと

もに、命名権者と連携した施設のＰＲ、地域の活性化など官民連携による効果的な取組の拡

大につなげるため、ネーミングライツ制度を導入しています。  

今回公募を行う施設における状況は以下のとおりです。 

ア 上尾運動公園 

  現在はネーミングライツの公募の予定はありません。 

イ 羽生水郷公園 

  指定管理期間中に同制度を導入し、愛称が付される可能性があります。制度導入に当た

っては、看板、パンフレット等の印刷物、ホームページの表示変更を行うことが想定され、

導入時期や費用負担等について、県は事前に指定管理者の同意を得ることとします。なお、

発生する費用は、原則、命名権者又は県（指定管理料で調整）が負担し、指定管理者の費

用負担が生じることはありません。  

  また、命名権者から県に対して施設ＰＲや清掃等企業活動の提案がされる可能性があり

ますが、実施に当たっては、県は指定管理者と協議することとします。 

  なお、指定管理者が命名権者となることも可能ですが、指定管理者が命名権者を兼ねた

場合、命名権料は指定管理に係る管理経費とはみなしません。 

ウ 春日部夢の森公園 

  以下のとおりネーミングライツを導入しています。 

  愛称：豊春会かすかべ夢の森公園 

  ネーミングライツ企業・団体（本社所在地）：豊春会（春日部市） 

  契約期間：令和８年１月１日から令和１４年３月３１日まで（６年３か月） 

  命名権者から県に対して施設ＰＲや清掃等企業活動の提案がされる可能性がありますが、

実施に当たっては、県は指定管理者と協議することとします。 

＊ ネーミングライツとは、契約により施設に愛称として団体名・商品名等を付与させる代

わりに、命名権者から対価を得るものです。 

（13）その他 

ア 指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等及び備え付けられた台帳等の適正な管理・

保存に努めること。 

イ 指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公開に努めること。 

ウ 指定管理業務を通じて取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律並びにそ



 

 

- 8 - 

 

の他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規則等に基づき適正な取扱いをすること。 

エ 指定管理業務の実施に当たり、県内中小企業者の受注機会の増大と県内中小企業者に配慮

した物品等の調達に努めること。  

オ 指定管理業務の実施に当たり、省エネルギーの徹底と環境負荷の低減に配慮した物品等の

調達に努めること。 

カ 指定管理業務の実施に当たり、障害者の雇用の拡大と県内障害者就労施設等に配慮した物

品等の調達に努めること。 

キ 指定管理業務の実施に当たり、カスタマーハラスメントの防止に努めること。 

ク 県が指定管理者と協議して定める公の施設の管理目標の達成に努めること。 

※ 「管理に当たっての条件」についての細目的事項は、協議の上、協定で定めます。 

    

５ 申請の手続き 

（１）申請者の備えるべき資格等 

ア 埼玉県内に事務所を置く又は置こうとする法人その他団体（以下「法人等」という。）と

します。 

  また、指定期間中、安定的に公園を管理運営する能力を有し、かつ公園の機能を効果的・

効率的に達成することのできる法人等とします。個人での申請は受け付けません。 

  ※ 申請時に県内に事務所が設置されていない法人等は事務所設置誓約書(様式4-4)を提出してください。 

イ 次のいずれかに該当する法人等は申請を行うことができません。また、申請後、指定を受

けるまでの間にいずれかに該当することとなった場合、その資格を失うことになります。 

（ア）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、一般競争入札等の参加を制限さ

れている法人等 

（イ）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続開

始の申立てがなされている法人等 

（ウ）埼玉県から入札参加停止措置を受けている法人等 

（エ）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消費税を滞納している

法人等 

（オ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）  

（カ）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」とい

う。）の統制の下にある法人等 

（キ）その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参

加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加してい

る者をいう。）が暴力団の構成員等である法人等 

※ 申請時に上記イ(ア)～(キ)に該当しない旨の法人の誓約書(様式4-1)及び各役員からの誓約書(様式4-

2)を提出してください。 

ウ 選定委員会委員等、あるいは本件業務に従事する本県職員等に対し、本件応募についての

故意による接触を禁じます。なお、故意による接触の事実が認められた場合、失格になるこ

とがあります。 

エ 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、グループの名称及び代表者を定めて、 

 「グループ協定書」（様式2-2）を併せて提出してください。 

  なお、当該グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うこ
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とはできません。また、構成員のいずれかが上記イ(ア)～(キ)のいずれかに該当する場合は、

申請することができません。 

  なお、複数の法人等がグループで指定管理者に指定された後、例えば、そのうちの１団体

が指定管理者の業務を継続できなくなった場合、そのグループ全体が指定管理者の指定を取

り消される場合がありますので、御注意ください。 

オ  管理業務に当たっては、パソコンによる資料等の作成、ホームページの作成・管理、電子

メールの送受信などパソコンやインターネットを利用するための知識が必要です。 

（２）申請の方法 

   申請に当たっては、以下の書類を県に提出してください。複数の公園を申請する場合は、

公園ごとに書類を作成の上、申請してください。申請書類は一部を除き電子データで御提出

ください。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

ア 提出書類 

No 書      類      名 
１ 「指定管理者指定申請書」(様式1)  

※ すべての申請者が必要です。代表者印や社印の押印は不要です。 

２ グループによる応募の場合は、「指定管理者指定申請書（グループによる申請）」(様式2-1) 

※「公園の指定管理に係るグループ協定書」(様式2-2)も提出してください。 

３ 「応募資格がある旨の誓約書(法人等)」(様式4-1) 

４ 「応募資格がある旨の誓約書(役員)」(様式4-2) 

５ （業界団体が応募する場合のみ）「指定管理業務の継続を保証する誓約書」（様式4-3） 
※指定管理業務を担わせる会員企業等が業務継続困難になった場合、業界団体が責任をもって業務の継続を保証

するという誓約書を提出してください。 

６ （申請時に県内に事務所が設置されていない場合のみ）「事務所設置誓約書」（様式4-4） 

７ 法人番号申出書兼埼玉県税の納税状況等の確認に関する同意書（様式5-1） 
※ 様式5-1において、法人等の登記事項証明書について、法人ベース・レジストリを用いて確認することに同意

しない場合は、登記事項証明書（申請日前３か月以内に取得したもの）又はこれに準ずる書類を持参又は郵送

にて提出してください。） 

※ 埼玉県内に事業所（本社、支社、支店等）がある法人等については、様式5-1（法人番号申出書兼同意書）を

提出いただき、納税状況等確認システム（埼玉県が業務において使用する、埼玉県税の納税義務者の納税状況

等を確認できるシステムをいう。）の利用に同意いただくことで、No.14の埼玉県が発行する法人県民税及び法

人事業税の納税証明書の提出を原則省略することができます。ただし、納税状況等確認システムによって納税

状況等が確認できない場合は、納税証明書を提出してください。 

※ 上記の場合も、法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書の提出は省略できませんので、御注意ください。 

８ 法人等の定款又は寄付行為 

９ 法人等の決算関係書類（過去３か年分の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書又

はこれに準ずる書類） 

10 法人等の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金収支計算書又はこれに準ずる書類） 

11 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（就業規則、経理規程、給与規程その他法人

等の諸規程類） 

12 「法人等概要書」(様式5-2) 

13 法人の設立趣旨、事業内容のパンフレット等、法人等の概要がわかるもの 

14 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書 
※法人税、消費税及び地方消費税は、所管税務署発行の納税証明書(３の３)を提出してください。また、法人都

道府県民税及び法人事業税は、都道府県県税事務所等発行の直近３事業年度分の納税証明書を提出してくださ

い。 
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No 書      類      名 

15 「法人等役員名簿」(様式5-3)及び履歴を記載した書類 
※募集開始の日から起算して過去５年間に、申請者（グループ申請の構成団体を含む。）が以下の事由に該当す

る場合、その内容及び改善に向けた対応について「重大な事故又は不祥事に関する報告書」(様式5-4)を提出

してください。 

 (1)他の団体における指定管理者業務に係る指定の取消し、業務停止命令を受けた場合 
       (2)国、地方自治体における入札参加停止措置を受けた場合 
        (3)役員及び従業員において重大な事故又は不祥事＊があった場合 

※「埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」第３条の規定に基づく入札参加停止の措置要件に該当する

もの 

※なお、対象となる応募団体の役員又は職員には、契約社員、派遣社員及び日々雇用職員等の非正規雇用による

職員を含みません。 

16 「指定管理者業務等管理運営実績（過去10年間）」(様式6) 
※原則として、過去10年間を対象として記載してください。 

17 「県営公園の管理運営に関する事業計画書」（様式7）(下記(1)～(13)) 

 ※下記(1)～(13)については、ワードやパワーポイント等の形式は問いません。また、必要に応じて

図表等を用いても差し支えありません。なお、昨年度の事業計画書（概要版）は、以下のページを

参照してください。 

  （https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/shitei_kanri/r07shiteikekka.html） 

  また、(1)～(13)のどの項目に関する記載か分かるように、それぞれの項目の冒頭に様式7-2(目次)

の項目を記載してください。 

・ 事業計画書(表紙)及び (目次)(様式7-1、様式7-2) 

(1) 社会的責任や施設の設置目的等に対する認識について(様式7-3) 

ア 公園の管理運営方針 

イ 本公園の目指す姿 

ウ 指定管理者の責務や関係法令等に対する理解及び管理・監督体制 

(2) 柔軟なサービスの提供(様式7-4) 

ア 利用者サービス事業計画、多くの県民に利用されるための方策や利用者満足度向上を

 図る具体的取組（キャッシュレス対応等のＤＸ推進による利便性向上を含む） 

イ 施設の供用日及び供用時間等 

ウ 広報・ＰＲ活動に関する具体的取組 

(3) 平等利用確保への配慮(様式7-5) 

ア 平等利用を確保するための具体的取組 

イ 多様な利用者への配慮 

(4) 効果的・効率的な管理・運営の実施(様式7-6) 

ア 業務効率化に関する具体的取組 

イ 人材確保・人材育成の取組、職場における働き方改革 

ウ 園地の巡視、点検、清掃、警備の実施計画 

エ 公園施設の修繕及び長寿命化の考え方や具体的計画、公園をより良くするための具体

 的計画（樹木等の維持管理を含む）  

オ 事業運営を自ら評価する「自己評価制度」の概要と管理運営への活用 

(5) 施設運営の安定性(様式7-7) 

ア 指定管理業務を行う組織体制、人員配置計画、指揮命令系統及び役割分担(様式7-7-2) 

イ 法人等の経営基盤及び財務状況等（上記No.9,10,14等で確認） 

(6) 個人情報の適正な取扱い(様式7-8) 

ア 個人に関する情報の取扱いについての基本方針及び管理・監督体制 

(7) 適切な委託料の算出(様式7-9) 

ア 各有料施設の利用料金の額及び設定の考え方 

イ 各有料施設の利用者数等の見込み、利用料金収入の積算根拠 

ウ 指定期間中各年度の収支計画（様式7-9-2） 

 ※ スライド制度の対象となる人件費、業務委託費、光熱水費・燃料費については、指

  定期間中の賃金及び物価水準の変動を織り込まずに作成してください。 

エ スライド制度対象経費計算書（「指定管理者制度におけるスライド制度運用の手引 

 き」様式１） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/shitei_kanri/r07shiteikekka.html
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No 書      類      名 
(8) 自主事業の妥当性(様式7-10) 

ア 自主事業実施に当たっての基本方針 

イ 多くの県民に参加してもらうための方策や具体的取組 

ウ 自主事業への参加者数等の見込み、自主事業収入の積算根拠 

(9) 危機管理への対応(様式7-11) 

ア 災害時や事故発生時に備えた計画・マニュアル等の整備状況 

イ 利用者・従業員の安全確保のための訓練等の実施計画 

ウ 災害、事故及び事件等の緊急事態における初動・参集体制、連絡体制 

エ 緊急事態での情報共有・伝達体制（SNS等での二次被害拡散防止対策含む） 

オ 利用者等に対する安全確保対策及び施設の応急復旧対策 

カ 事故や事件発生を未然に防止するための予防策、地域自治会や警察・消防等との連携 

キ クレームや利用者トラブルへの対応 

(10) 県内中小企業者、環境、障害者雇用等、カスタマーハラスメント防止等への配慮(様式7-

12) 

ア 業務の発注及び物品等の発注における地元経済への配慮 

イ SDGsに配慮した運営（省エネルギーの徹底、カーボンニュートラルやサーキュラーエ

コノミー等の環境負荷低減の取組等） 

ウ 障害者雇用等に配慮した運営 

エ カスタマーハラスメント防止等に関する基本方針及び職員への研修等 

(11) 本店又は主たる事務所の所在地（上記No.6，7等で確認） 

(12) 公園の特性を活かした管理運営(様式7-13) 

(13)  その他 

    ア 委託予定業務(様式7-14) 

※ 清掃、警備等、個々の具体的業務を第三者へ委託(再委託)する予定がある場合、その内容

及び委託先の選定方法を記載してください。ただし、業務の全部を第三者に委託し、又は請

け負わせることは認められません。 

 

18 「県営公園の管理運営に関する事業計画書」概要版 

※No.17「県営公園の管理に関する事業計画書」の（1）～（13）の内容について、A4サイズで2～4枚

程度にまとめた資料 

※指定管理者として指定された場合、県ＨＰにて公表を予定しています。 

※申請書類は、様式3-1「申請書類一覧」(添付書類の自己チェックも含めて)を作成し、その様式3-1を目次

として提出してください。 

※上記のNo.7「登記事項証明書」、No.8「法人等の定款又は寄付行為」、No.14「法人税、法人都道府県民

税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書」は下記エの提出先まで郵送により御提出ください。 

※各書類の作成及び添付については、各様式中の指示事項に従ってください。 

※グループによる申請の場合は、「５(2)ア 提出書類」の3から16までを構成員ごとに提出してください。 

※紙で提出する書類については、原本1部を書留で郵送いただくとともに、スキャンしたデータを他の書類

と一緒に電子データで送付してください。 

イ 申請書類の提出方法 

  申請書類は県で用いているファイル送受信システムを使用し、提出してください。提出に

必要なURLを事前に電子メールで送付しますので、様式9を以下により御送付ください。提出

後、エの提出先まで電話により到達確認を行ってください。 

    送付先  下記エのとおり 

    送付期間 令和８年８月１７日（月）から令和８年８月２１日（金）まで 

ウ 申請書類の受付期間 

        令和８年８月２４日（月）９時００分から 

    令和８年８月３１日（月）１６時００分まで 
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    提出後、エの提出先まで電話により到達確認を行ってください。 

エ 提出先 

    〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 

     埼玉県都市整備部 公園スタジアム課 総務・公園管理担当 

      電話 048-830-5392 

      E-mail a5400-04@pref.saitama.lg.jp 

オ 申請に関する留意事項 

（ア）提出期限後の申請は受け付けません。 

（イ）提出期限後の提出書類の追加、再提出、差替え、内容変更は原則として認めませ

ん。また、申請については、一申請者につき一提案に限ります。 

（ウ）申請に当たっての質問、照会等は、指定の方法に従ってください。 

   公園スタジアム課、県営公園を所管する大宮公園事務所や営繕・公園事務所及び

現指定管理者への電話や執務室等の訪問は御遠慮ください。 

（３）申請手続についての概要説明会の実施 

  概要説明会を下記のとおり開催します。申請しようとする方はなるべく参加するようにし

てください。 

ア 日時、方法 

日時：令和８年７月１７日（金）(１３時３０分～１５時００分） 

方法：Microsoft TeamsによるWEB説明会とします。 

イ 申込み 

  参加希望者は、令和８年７月１４日(火)までに参加申込書(様式8-1)を上記（２）エの提

出先あてに電子メールで御提出ください。確認後、URL等を送付します。 

ウ 資料 

  概要説明会の資料は、本募集要項、現況調書・特記仕様書を使用します。 

  参加者は各自で公園スタジアム課ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/

shitei_kanri/r08shitei.html)から事前に印刷し、御用意ください。 

エ 参加に当たっての注意事項 

  Microsoft Teamsの参加に当たっては、団体名や氏名が他の参加者に分からないよう、表

示名を任意の名称に変えてください。 

（４）現地見学会の実施  

    現地見学会を下記のとおり開催します（当日の受付は開始時刻１０分前から）。 

ア 日時及び場所 

（ア）上尾運動公園 

日時 令和８年７月２８日(火）９時３０分から 

   場所 上尾運動公園内 管理事務所入口前 

（イ）春日部夢の森公園 

日時 令和８年７月２８日(火）１３時００分から 

   場所 春日部夢の森公園 管理事務所入口前 

（ウ）羽生水郷公園 

日時 令和８年８月３日(月）１０時００分から 

   場所 羽生水郷公園 管理事務所入口前 

イ 申込み 

現地見学会の参加希望者は、実施日の５営業日前の正午までに参加申込書(様式8-2)を上

mailto:a5400-04@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/
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記（２）エの提出先あてに電子メールで御提出ください。参加人数は各公園１団体２名以内

とします。 

なお、御質問は、下記の「５(５)質問の受付」に従って行い、現地職員への指定管理業務

や公募申請に関する質問は御遠慮ください。 

ウ 資料 

現地見学会の資料は、本「募集要項」及び「現況調書」を使用します。 

参加者は各自で公園スタジアム課ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/

shitei_kanri/r08shitei.html)からダウンロードの上、印刷して当日お持ちください。 

エ その他。 

 ・ 申請をしようとする法人等は、各公園の現況調書等の資料の確認のほか、現地を御覧に

なることをお勧めします。ただし、利用時間外、管理用施設、立入禁止区域、使用許可が

必要な施設は御覧になれません。また、有料の施設もありますので、あらかじめ御了承く

ださい。 

（５）質問の受付 

 募集要項等に関する質問は、次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間 

令和８年７月２７日（月）から令和８年８月３日(月)まで 

イ 受付方法 

 質問票(様式8-3)に質問内容を簡潔にまとめて記入し、上記（２）エの提出先あてに電

子メールで提出してください。電話、ファックス等では受け付けません。提出後、電話

により到達確認を行ってください。 

ウ 回答方法 

 質問及び回答は、原則として令和８年８月１４日（金）までに公園スタジアム課ホーム

ページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/shitei_kanri/r08shitei.html)で公表

します。(質問者名は明示いたしません。) 

なお、質問内容によっては回答までに一定期間を要する場合や、質問内容を要約して

掲載する場合もありますので、御了承ください。 

（６）著作権の帰属等 

 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は、指定管理者の決定の公表等

必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

 なお、提出された書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

（７）費用の負担 

 申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

（８）情報公開条例に基づく開示請求 

 提出された申請書類は、埼玉県情報公開条例に基づく開示請求の対象となります（原則とし

て、個人に関する情報や申請者の正当な利益を害する恐れのある情報を除く）。 

（９）申請の辞退 

 申請書類を提出した後に辞退する場合は「指定管理者指定申請辞退届」(様式１０)を提出し

てください。 

 

６ 指定管理者の選定と指定 

（１）指定管理者候補者の選定 

指定管理者候補者の選定は、提出された申請書による一次審査(資格審査・書類審査)及び二

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/shitei_kanri/r08shitei.html


 

 

- 14 - 

 

次審査(プレゼンテーション審査)を行い、下記(２)に掲げる審査基準（埼玉県都市公園条例第

２３条第２項）を満たすもののうち、最も適切な管理を行うことができると認められるものを

指定管理者候補者とするものとします。 

ただし、応募書類に虚偽の記載があった場合や、申請後に申請者の備えるべき資格不適格が

発覚した場合は失格とします。 

また、選定基準に照らして、指定管理者として適任と判断できる者がいない場合や、審査の

結果、最低基準点（全体の６割）以上の申請者がいない場合は、指定管理者候補者は該当なし

とする場合があります。 

 なお、指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者候補者に事故がある場合等、候

補者としての資格を失った時は、候補者に対してその資格を取り消す旨の通知をした後、二次

審査において次点となった者を新たに指定管理者候補者とします。 

（２）審査基準 

ア 県民の平等な利用を確保することができること。 

イ 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に都市公園の運営を行うことができること。 

ウ 都市公園の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。 

エ 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

オ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができ

ること。 

（３）一次審査 

ア 審査方法 

  提出書類を別表（１）の一次審査の申請資格の適否及び審査項目（配点２０点）で審査

します。 

イ 審査結果 

一次審査の結果は、令和８年９月中旬頃に申請者(グループ申請の場合は代表者のみ)に

電子メールで通知します。 

この通知は、指定管理者指定申請書の様式7-1「事業計画書」に記入された申請者の電

子メールアドレスあてに送付します。 

（４）二次審査 

ア 審査方法 

  既に提出いただいている申請書により説明していただきます。申請書以外の書類は使用

できません。 

一次審査通過者を対象に二次審査を行い、別表（４）をもとに配点１２０点満点で総合

評価を行います。 

    なお、二次審査の日時及び場所等は、一次審査の結果通知の際に、一次審査通過者(グ

ループ申請の場合は代表者のみ)に通知します。 

イ 審査結果 

 二次審査の結果は、二次審査対象者に(グループ申請の場合は代表者のみ)電子メールで

通知します。 

（５）選定に当たっての審査方法等 

一次審査及び二次審査は、埼玉県が設置する埼玉県営公園指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という。)が、審査基準に基づき審査します。 

選定委員会の委員は、外部有識者（公園に関する専門家等）を中心として組織します。な

お、選定委員会の会議は非公開とします。 
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（６）審査上の取扱いにおける留意事項 

次に掲げる場合に該当したときは、当該申請は失格又は無効となることがあります。 

ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限等について、募集要項に指示する事項が守られな

かったとき。 

イ 申請書類として提出すべき書類が提出されていないとき、又は申請書類の記載すべき事

項の全部又は一部が記載されていないとき。 

ウ １つの公園に対し複数の事業計画書を提出したとき、又は１つの公園に対する複数の事

業計画の構成員となっているとき。 

エ 選定委員会の委員又は本件業務に従事する本県職員に対し、本件応募について不正な接

触の事実が認められたとき。 

オ 「５申請の手続き（１）申請者の備えるべき資格等」を有していないことが判明したと

き。 

カ 申請者による、指定期間中の指定管理業務履行が困難であると判断される事実が判明し

たとき。 

キ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うことに

ついてふさわしくないと県が認めたとき。 

ク その他不正な行為があったと県が認めたとき。 

（７）指定管理者の指定方法 

指定管理者は、埼玉県議会の議決を経て埼玉県知事が文書で指定します。なお、指定後速

やかに、埼玉県報において告示します。 

（８）審査結果の公表 

指定管理者の指定後に、指定管理者の名称、各応募者の名称、各選定委員の職・氏名、審

査項目ごとの配点及び各応募者の得点、指定管理者の提案の概要、選定委員の主な意見を県

ホームページ等で公表します。 

（９）申請者に対する自己情報の開示  

指定管理者の指定告示後に、ホームページ等の公開情報以外に、申請者が希望する場合は、

その申請者自らの応募分について審査情報を提供します。 

 

７ 指定管理者指定後の手続き 

（１）協定の締結 

業務内容に関する細目的事項、指定管理料に関する事項、管理の基準に関する細目的事項

等について、指定管理者と県との間で協議の上、協定を締結するものとします。 

なお、協定は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約（契約書を電子データで作

成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタ

ンプを付与するもの）による締結を予定しています（指定管理者が電子契約に同意しない場

合は、紙の契約書により締結します）。締結には、県が指定した電子契約事業者の立会人型

電子契約サービスを利用し、指定管理者は利用に係る費用負担が生じないものとします。な

お、指定管理者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要があります。 

（２）引継ぎ及び準備行為の実施 

指定管理者は県と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できるよう、前

管理者から事務を引き継ぎ、必要な準備行為を行うものとします。 

なお、引継ぎ及び準備行為に要する経費は、前指定管理者と新たな指定管理者それぞれの

負担とします。 
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また、利用料金は、利用者が施設を利用した日の管理者に帰属しますので、管理者が交代

する日の前後に納付された利用料金は、利用日を基準に整理し、前管理者と新管理者との間

で清算することとします。 

そのほか、県の開催する研修及び会議に職員を参加させることとします。 

（３）その他 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、

協定を締結しないことがあります。 

ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認め

られるとき。 

イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として業務を行うことについてふさわ

しくないと認められるとき。 

ウ 協定書に盛り込む指定の取消事由に該当すると認められるとき。 

エ 申請や審査過程その他において不正な行為があったと県が認めたとき。 

 

８ 令和８年度指定管理者選定スケジュール(予定) 

期  日 内   容 

 令和８年７月 ６日（月）  募集要項の公表 

  ７月１７日（金） 概要説明会 

     ７月２８日（火） 

     ８月 ３日（月） 

現地見学会 ※12ページ「5申請の手続き（4）現地見学会の

実施」を参照 

  ７月２７日（月） 

 ～ ８月 ３日（月） 

質問の受付 

  随時～８月１４日（金）  質問に対する回答 

        ８月１７日（月） 

   ～ ８月２１日（金） 

県ファイル送受信システム申込期間 

      ８月２４日（月） 

   ～ ８月３１日（月） 

県ファイル送受信システムにより８月２４日（月）９時００

分から８月３１日（月）１６時００分まで受付 

  ９月 上旬 一次審査（資格審査・書類審査） 

     ９月 中旬  一次審査結果通知及び二次審査通知 

     ９月 中旬  二次審査（プレゼンテーション審査） 

    １０月 下旬  二次審査結果通知（指定管理者候補者の決定） 

１２月 下旬  指定管理者の議決（県議会１２月定例会に提出） 

 令和９年１月 上旬 指定管理者の指定（告示） 

   １月下旬～３月上旬  基本協定書及び年度協定書締結のための協議 

   ３月 下旬  基本協定書の締結 

 

９ 問い合わせ先 

埼玉県都市整備部公園スタジアム課 総務・公園管理担当 

住   所：〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

電   話：048-830-5392 (直通) 

ファックス：048-830-4883 

メールアドレス：a5400-04@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a5400-04@pref.saitama.lg.jp
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別表（１）一次審査の評価項目と評点 

一次審査（資格審査） 

審   査   項   目 

応募資格に適合しているか。 

① 埼玉県内に拠点を置く（置こうとする）法人等か。 

② 欠格事項に該当していない旨の誓約書が添付されているか。 

③ 公の施設の管理者として不適切な要因等はないか 

④ 提出書類等に不備・不足はないか。 

⑤ 事業計画書に具体的な提案、計画が記載されているか。 

 
一次審査（書類審査） 

一次審

査 

２０点

（書類 

審査） 

  
  
  

指定管理料*1*2、利用料金及び自主事業収入の見積り（５年間の平均額） 
※（１）と（２）の合計を０．５で乗じて算定する。 

５点    
（１）指定管理料      

  令和８年度予算額より低い      ５点 

  令和８年度予算額と同額       ４点 

  令和８年度予算額より高い（１０％未満）     ２点 

  令和８年度予算額より高い（１０％以上）     １点 

（２）利用料金収入及び自主事業収入  

  令和８年度予算額より高い（１０％以上）    ５点 

  令和８年度予算額より高い（１０％未満）     ４点 

  令和８年度予算額と同額    ３点 

  令和８年度予算額より低い（１０％未満）    ２点 

  令和８年度予算額より低い（１０％以上）     １点 

指定管理者管理運営状況 
令和９年３月３１日時点において、都道府県営公園の指定管理業務を経験している年数 

（平成２９年４月１日から令和９年３月３１日までの間） 

※グループでの指定管理者経験しかなく、さらに代表構成員ではない場合は、点数に０．５を乗

じて算定する。（別表（２）参照） 

※グループ申請の場合、代表構成員の指定管理者管理運営状況を審査対象とする。 
５点        
埼玉県営公園の指定管理業務 ５年以上 ５点 

埼玉県営公園の指定管理業務 ３年以上 

又は、本県以外の都道府県営公園の指定管理業務 ５年以上 
３点 

埼玉県営公園の指定管理業務 １年以上 

又は、本県以外の都道府県営公園の指定管理業務 ３年以上 
１点 

申請内容と、現況調書「３ 施設供用日、供用時間等」に記載した施設の供用

日や時間を比べた状況*3（供用日・供用時間の「上回っている項目数－下回っ

ている項目数」により算出） 

５点          
１項目以上上回っている       ５点 

０項目       ３点 

現行を下回る       ０点 

埼玉県内に本店又は主たる事務所のある団体への加算 

５点        
別表（３）に該当する場合 ５点 
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＊１ 指定管理料について、重大な災害が発生した場合や、社会情勢が大きく変動した場合等を除き、公募時の提

案より上回る額で県と協定を結ぶことはできません。 

＊２ 一次審査における「指定管理料の見積り（５年間の平均額）」は、現行指定管理者の指定管理料に県派遣職

員の人件費相当額を加えたものを基準として審査を行います。 

＊３ 利用者目線の観点から「供用日」については現況より増加している場合、「時間」については現況より延長

されている場合、「上回っている」とします。 

 

別表（２） 

 経験年数 単体又は代表 
単体又は 

代表以外 

(0.5 を乗じる） 
本県 ５年以上 ５点 ２.５点 

  ３年以上 ３点 １.５点 

  １年以上 １点 ０.５点 
本県以外 ５年以上 ３点 １.５点 

  ３年以上 １点 ０.５点 
 

別表（３） 

 

 

 

 

 

 

 

公園名 

1者申請 グループ申請 

県内に本店を

有する 

構成団体全員が県内

に本店を有する 

上尾運動公園 

５点 ５点 羽生水郷公園 

春日部夢の森公園 
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別表（４）二次審査の審査項目と評点 

項        目 評点 

審査項目 審査のポイント 評価の着眼点  

１ 社会的

責任や施

設の設置

目的等の

理解 

・公の施設の管理

者としての社会的

責任や施設の設置

目的を理解し、関

係 法 令 を 遵 守 し

た、県民の期待に

応えられる事業計

画か。 

 

・公の施設の管理・運営者としての社会的責任を理解し、

具体的な対応策を提案しているか。  

・施設の設置目的や特性を理解し、事業計画に反映してい

るか。 

・関連法令等を遵守するための管理・監督体制が整備され

ているか。 

・利用者の特性や公園の現状と課題を理解し、具体的な取

組が明確に提案されているか。 

５ 

２ 柔軟な

サービス

の提供 

・利用者本位の柔

軟なサービスが提

供されるか。 

・利用者ニーズの多様化に配慮した柔軟なサービスが提供

されるか。 

・利用者満足度向上のための具体的な施策が提案されてい

るか。 

・キャッシュレス対応などＤＸの推進による利用者の利便

性向上が期待できるか。 

・公園の魅力を分かりやすく県内外に伝える広報・ＰＲ活

動の取組が提案され、その実効性が示されているか。 

10 

・申請内容と、現況調書「３ 施設供用日、供用時間等」

に記載した施設の供用日や時間を比べた状況（供用日・

供用時間の「上回っている項目数－下回っている項目

数」により算出） 

 ・１項目上回っている（５点） 

 ・０項目（３点） 

 ・現行を下回る（０点） 

５ 

３ 平等利

用確保へ

の配慮 

・誰もが平等に施

設を利用できるよ

うな配慮がされて

いるか。 

・県民の平等利用が確保されているか。 

・多様な利用者への配慮がなされているか。  

・偏った一部の来園者や施設利用者ではなく、幅広い層を

想定した配慮や対応が具体的に示されているか。 

５ 

４ 効果的

・効率的

な管理・

運営の実

施 

・効果的かつ効率

的な管理を実施で

きるか。 

・業務プロセスが合理的で、リソースの最適配分が図られ

ているか。  

・DX等による管理運営手法の効率化が期待できるか。 

・園地の巡視、点検、清掃、警備、設備、その他公園施設

の維持管理について十分な計画となっているか。 

・公園内の園路や広場、そこに植生する樹木や芝生等の緑

の空間を適切に管理運営できているか。 

・過去の指定管理業務において、適切な実績を有している

か。 

 

 

10 
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５ 施設運

営の安定

性 

・安定した運営が

可能な職員体制と

なっているか。  

・法人等の経営基

盤が安定している

か。 

 

・組織体制や業務分担が明確で、適切な職員体制となって

いるか。 

・法人等の財務状態が健全で、長期的かつ安定的に施設運

営が可能か。  

・法人等の資金繰りや損益構造が安定しているか。 

10 

・指定管理者管理運営状況 

 令和９年３月３１日時点において、都道府県営公園の指

定管理業務を経験している年数 

（平成２９年４月１日から令和９年３月３１日までの間） 

※グループでの指定管理者経験しかなく、さらに代表構成

員ではない場合は、点数に０．５を乗じて算定する。

（別表（２）参照） 

※グループ申請の場合、代表構成員の指定管理者管理運営

状況を審査対象とする。 

 

・埼玉県営公園の指定管理業務 ５年以上（５点） 

・埼玉県営公園の指定管理業務を３年以上又は、本県以外

の都道府県営公園の指定管理業務を５年以上（３点） 

・埼玉県営公園の指定管理業務を１年以上又は、本県以外

の都道府県営公園の指定管理業務を３年以上（１点） 

５ 

６ 個人情

報の適正

な取扱い 

・個人に関する情

報の適正な取扱い

は確保されている

か。 

・個人情報保護に関する規定が整備され、実効性のある管

理体制が構築されているか。 

・従業員に対して定期的な教育・訓練を行っているか。 
５ 

７ 適切な

委託料の

算出 

・指定管理業務に

係る県の委託料は

適切な額か。 

・指定管理業務に係る県の委託料は適切な額か。 

・費用対効果の高い提案となっているか。 

・コスト削減や収入確保につながる提案はなされている

か。 

・同種同規模施設や利用状況等を踏まえた適正な利用料金

を設定しているか。 

５ 

ア【指定管理業務に係る県の委託料】（５年間の平均額） 

 令和８年度予算額より低い（５点） 

 令和８年度予算額と同額（４点） 

 令和８年度予算額より高い（１０％未満）（２点） 

 令和８年度予算額より高い（１０％以上） （１点） 

 

５ 

※アと

イの合

計を

０．５

で乗じ

て算定

する。 

イ【利用料金収入＋自主事業収入】（５年間の平均額） 

 令和８年度予算額より高い（１０％以上）（５点） 

 令和８年度予算額より高い（１０％未満） （４点） 

 令和８年度予算額と同額（３点） 

 令和８年度予算額より低い（１０％未満）（２点） 

 令和８年度予算額より低い（１０％以上） （１点） 
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８ 自主事

業の妥当

性 

・自主事業の計画

は妥当か。 

・自主事業の内容が具体的かつ現実的な計画であるか。 

・施設の利用促進や収益増加につながり、利用者満足度の

向上に資する計画であるか。 

・自主事業や利用料金収入による収益を公園に還元し、公

園施設の機能やサービスの向上など、公園をより良くし

ていく計画となっているか。 

10 

９ 危機管

理への対

応 

・危機管理に対す

る方針及び具体的

な方策は適切か。 

・災害時や事故発生時に備えた計画・マニュアルが整備さ

れているか。 

・利用者・従業員の安全確保のため訓練や演習の実施計画

があるか。 

・リスク評価・危機対応体制が具体的かつ実践的であるか 

・拠点となる事務所から公園管理事務所までの所要時間は

どうか。また、迅速かつ適切な対応や意思決定を行う体

制が構築されているか。 

・緊急時における地元市町村、警察や消防など関係機関等

との連携体制が構築されているか。  

・社会的に大きな影響のある緊急事態が発生するおそれが

ある場合、並びに、発生した場合に、県及び関係機関と

の速やかな状況報告や情報伝達等の連携やＳＮＳなどの

インターネット上での対応を含めて、２次被害や被害拡

大防止への対処が示されているか。 

・災害(風水害時を含む)時に公園利用者に対する安全確保

が具体的に示され実行性のある内容か。 

10 

10 県内中

小 企 業

者 、 環

境、障害

者 雇 用

等、カス

タマーハ

ラスメン

ト防止等

への配慮 

・ 県 内 中 小 企業

者、環境、障害者

雇用等、カスタマ

ーハラスメント防

止等に配慮した運

営方法となってい

るか。 

県内中小企業者への配慮 

・工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、県内

中小企業者の受注機会の増大に努めているか。 

・物品の調達等に当たっては、県内中小企業者が製造又は

加工した物品の利用の推進に努めているか。 

10 

環境への配慮 

・電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組や省エネル

ギーの徹底、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制

に努めるとともに、カーボンニュートラルへの取組やグ

リーンインフラの導入、廃棄物の発生の抑制、リサイク

ルの推進や適正処理を図っているか。 

・・資源採取から廃棄に至るまでの物品等のライフサイクル

全体について、環境負荷の低減に配慮した物品等の調達

に努めているか。 

障害者雇用等への配慮 

・県内に在住する障害者の雇用拡大に努めているか。 

・物品の調達等に当たっては、県内障害者就労施設等から

の調達に努めているか。 

カスタマーハラスメント防止への配慮 

・相談体制の整備など就業者の業務の管理上必要な措置に

努めているか。 

・カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方
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針の作成・公表に努めているか。 

11 本店又

は主たる

事務所の

所在地 

・本店又は主たる

事務所の所在地は

県内か。 

・１者申請：県内に本店又は主たる事務所を有する 

・グループ申請：構成団体全員が県内に本店又は主たる事

務所を有する 
５ 

12 公園の

特性を活

かした管

理・運営

（公園ご

と） 

全公園 ・埼玉県福祉のまちづくり条例やこども・若者基本条例等

の基本理念を踏まえ、すべての県民が安心して等しく社

会参加することができるよう、公園の特性を生かした管

理運営の提案がなされているか。 
10 

全公園 ・利用者アンケート＊2 の結果を踏まえ、利用者目線に立

ち、公園の特性を活かした管理・運営の提案がなされて

いるか。 

上尾運動公園 ・陸上競技場（補助競技場を含む）や体育館、テニス場な

どのスポーツ施設を有効に活用し、運動公園として一層

の活性化や地域への貢献に繋がる企画が提案されている

か。 
10 

・県立武道館やアイスアリーナを始めとした周辺施設との

情報共有や協働などの連携を行い、公園の賑わい創出が

効果的に行われる提案となっているか。 

羽生水郷公園 ・さいたま水族館について、自然環境の学習の場として運

営されるほか、特別展やイベントの開催、新たな展示方

法の実施など魅力向上や活性化に繋がる企画が提案され

ているか。 

10 ・希少動植物種の保全の重要性を自覚し、その個体等を適

切に取り扱うことに留意した上で、菖蒲田や修景池など

多様な水辺環境を活かした管理運営を行い、公園が「身

近な水辺の生物と人との共生」をテーマとした文化教養

型レクリエーション拠点として活性化し、地域への貢献

に繋がる企画が提案されているか。 

春日部夢の森公園 ・県民参画による植樹や管理・運営について協議を行う森

づくり協議会を事務局として次の活動を企画、立案し、

協議会のメンバーとともに実行できるか。 

10 ・公園のにぎわい創出のために、適切なコーディネート人

材を配置し、企業、団体、県民の公園利用に関する多様

なニーズを踏まえ、イベント等の活動に具体化できる提

案がされているか。 
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№１ から №１２ までの合計［１２０点満点］ １２０ 

＊１ 募集要項別添資料３「県営公園指定管理業務に関する危機管理体制について」を参

照の上、提案を行うこと。 

＊２ 各公園の現況調書に添付している「公園利用者アンケート結果」を参照の上、提案

を行うこと。 
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別添資料１ 

指定管理者が行う主な業務 
 

公園利用者へのサービス向上と県からの指定管理料の節減を図るために、指定管理

者は公園施設等の有効活用を行いながら、自主事業の実施や各種イベント等の誘致、

地元自治体やボランティア等との協働事業などを展開していただきます。 

 

具体的な業務は、指定管理者として指定した後に、「県営公園の管理に関する基本

協定書」(以下「基本協定書」という。)を締結し、それに基づいて作成する「年度別

事業計画書」に従って行っていただきます。 

なお、この年度別事業計画書は、「埼玉県営公園指定管理者募集要項」(以下「募集

要項」という。)に基づいて県に提出された申請書の様式７「事業計画書」の内容を年

度別に詳細に記載していただくものです。 

そこで、様式７「事業計画書」に記載された事業内容は、指定管理者として指定さ

れた期間内に実現できるものを記載していただくことになります。 

 

 募集要項に、 

(１)「県営公園の管理に関する基本協定書(案)」 

(２)「県営公園指定管理業務仕様書(案)」 

(３)「施設の新築、増改築及び修繕等の実施及び費用負担区分(案)」 

(４)「乙が契約を締結すべき保険(案)」 

(５)「指定管理者と県の責任分担(案)」 

 (６)「文書管理上の留意事項」 

(７)「個人情報取扱特記事項」 

 

 を添付しましたので、御覧いただき指定管理者として行う業務の概要を把握してく

ださい。 
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別添資料２ 

県営公園の管理に関する基本協定書(案) 
 

 埼玉県(以下「甲」という。)と「法人及び団体名」○○○○○○○○(以下「乙」と

いう。)とは、××○○年○○月○○日付け指令公スタ第○○○○○号による指定管理

者の指定に基づく指定管理業務について、埼玉県都市公園条例(以下「条例」とい

う。)第２５条第２項の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。 

 

  (指定管理業務) 

第１条  甲は、条例第２２条第１項の規定に基づき、次に掲げる業務を乙に行わせる。

（１）○○○○○公園(以下「公園」という。)の管理運営に関する業務 

 （２）公園の行為の許可及び利用の許可に関する業務 

 （３）利用料金の収受に関する業務 

（４）都市公園法第２条第２項に規定する公園施設並びに公園の設備及び物品（以 

    下、総じて「公園施設」という。）の維持管理に関する業務 

（５）設置管理許可者と連携し、公園の適正な管理に関する業務 

  （６）その他甲が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙１「指定管理業務仕様書」に定めるとおり 

とする。 

 (善管注意義務) 

第２条 乙は、関係法令及びこの協定の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて

指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、当該公園を常に良好な

状態に管理する義務を負うものとする。 

(委託料) 

第３条 甲は、甲と乙が毎年度甲の予算の範囲内において別に締結する年度協定に基 

づき、指定管理業務に対する委託料を、乙に支払うものとする。 

 また、賃金及び物価水準等の指標に一定水準を超える変動が見られた場合には、

乙は、甲に対してその変動の影響を翌年度の委託料に反映させる措置（以下、「ス

ライド制度」という。）を適用するための協議をすることができるものとする。賃

金及び物価水準等の指標及び委託料の変更方法等は、甲が別途定める「指定管理者

制度におけるスライド制度運用の手引き」によるものとする。 

 (利用料金) 

第４条  利用者が納付する利用料金は、乙の収入とする。 

２ 乙は、条例別表に定める額の範囲内において、あらかじめ甲の承認を受けて、利

用料金の額を定めるものとする。 

３ 乙は、甲との協議を経て、利用料金の減免制度を設けるものとする。 

４ 乙は、利用料金の納期限を設定又は変更しようとするときは、あらかじめ甲の承

認を得なければならない。 

  (管理の基準) 

第５条  乙が行う公園の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）都市公園法第３条の２に基づく管理を行うこと。 

  （２）公園施設の供用日又は供用時間を設定もしくは変更しようとする場合は、あ 

   らかじめ甲の承認を受けること。  

  （３）公園施設を利用することができる時間及び利用料金は、見やすい場所に掲示 

   すること。 
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 （４）行為の許可、利用の許可及び許可の取消し又は利用の停止等は、条例第９条、 

第１０条、第１３条及び次条の規定により行うこと。 

  （５）許可を拒み、若しくは取消し、又は利用を停止させた者については、その記 

   録を作成し、速やかに甲に報告すること。 

  （６）受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされ 

   ることをいう。)を防止するために必要な措置を講じること。 

  （７）公園施設及び設備は、定期的保守点検を行い、その記録を作成、保管するこ 

と。 

  （８）公園施設の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。 

 （９）公園施設を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所を毀損したときは、 

   速やかに甲に報告すること。 

 （10）甲の施策上必要な照会に対して調査回答するなど、甲をはじめとした行政機 

   関等への協力をすること。 

  （11）公園施設又は公園利用者に災害、事故その他不測の事態が生じたときは、迅 

   速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告すること。 

  （12）公園施設の利用状況や利用者等からの苦情、要望、マスコミからの取材等に   

ついては、別途定めるところにより記録を作成し、重要異例なものについては 

      直ちに、その他のものについては定期に甲に報告すること。 

  （13）建物の新築、増改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設   

等又は修繕に当たっては、利用者の安全等に係る緊急の場合を除き、あらかじ 

   め甲と協議し、承認等を受けること。 

   (14) 別に定める危機管理体制を構築すること。また、防災、防犯その他不測の事

態への対応等についてマニュアルを作成し、甲に提出するとともに、職員に周知

徹底すること。 

   (15) 県営公園防災拠点運営要領を毎年度作成するとともに甲に提出し、運営要領

に基づく訓練を行うこと。 

   (16) 指定管理業務に係る会計処理は、他の事業から区分して経理すること。 

  （17）指定管理業務に係る会計書類は、甲の各会計年度の終了後５年間保存し、甲 

   の請求により速やかに提出すること。 

   (18) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第２３条に定めるとこ 

   ろにより適正に取り扱うこと。 

   (19) その他適正な管理を行うため、甲が必要と認める事項。 

 (許可の基準等) 

第６条 乙は、公の施設であることを認識した上で、利用の許可及び行為の許可を受

けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可することはで

きない。 

 （１）公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。 

  （２）公園施設を損傷するおそれがあると認められるとき。 

  （３）他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。 

  （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第 

   ２条第２号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行 

   うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 

  （５）衛生上支障があるとき。 
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  （６）その他管理上支障があると認められるとき。 

２ 乙は、条例及び前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請

の提出先とされている事務所(以下「事務所」という。)に備え付けその他の適当な

方法により公にしておかなければならない。 

３ 乙は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするま  

でに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたとき

は、当該事務所に備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならな

い。 

４ 乙は、条例第１３条及び第２２条第２項の規定による当該利用の許可の取消し等

の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備え付

けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。 

５ 乙は、前項の不利益処分をするときは、埼玉県行政手続条例（平成７年埼玉県条

例第６５号、以下本条において「行政手続条例」という。）第１２条から第２６条

までの規定の適用があることに留意するとともに、行政手続条例第１３条第１項第

１号の聴聞を実施するときは、埼玉県聴聞規則（平成６年埼玉県規則第７６号）の

例により当該聴聞の手続を行うものとする。 

６ 乙は、行政手続条例第３５条の３の規定に基づく申出書の提出を受けたとき、申

出に基づき必要な調査を行ったとき及び調査の結果に基づき処分を行ったときは、

速やかに甲に報告するものとする。 

７ 乙は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬（身体障害者

補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条に規定する身体障害者補助犬をい

う。）を同伴することを拒んではならないものとする。 

 (総括責任者の配置) 

第７条 乙は、乙の職員のうちから指定管理業務に関する総括責任者を配置し、当該 

 責任者の住所、氏名その他必要な事項を甲に報告しなければならない。当該責任者 

 に係る事項を変更したときも同様とする。 

２ 総括責任者は、指定管理業務に関する全ての業務を総括し、職員を監督・指導し、

責任と判断を有する者とする。 

 (利益供与に関する指導) 

第８条 乙は、乙の職員その他乙の指揮命令下にある者が、指定管理業務の執行に関

連して、公園の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹

底するものとする。 

 (事業計画等) 

第９条 乙は、次に掲げる事項について、全体事業計画書（公募時に提出された指定

管理期間内における事業計画）に基づき令和○○年度の事業計画書を作成し、速や

かにその計画書を甲に提出するものとする。また、その翌年度から事業計画終了年

度までの年度別事業計画書については、各年度の前の年度の９月末日までに甲に提

出するものとする。 

 （１）施設の基本的な運営方針 

 （２）当該年度事業計画(自主事業の実施計画を含む。)、施設の利用見込み 

 （３）全体事業計画における当該年度の収支予算案 

 （４）管理執行体制 

  （５）その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画について、必要があると認めるとき
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は、乙に対してその変更を指示することができる。 

３ 乙は、乙の各事業年度の決算が確定した後、速やかに法人の決算書及び関係書類

を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、甲の承認を得なければ、甲に提出した事業計画を変更することができない。 

 (定期報告) 

第10条 乙は、次に掲げる事項について、毎月１５日までに、前月の状況を甲に報告

するものとする。 

（１）利用及び収入の状況 

（２）収入支出状況 

（３）イベント等の開催状況報告及び翌月の開催予定 

（４）公園利用者からの要望・苦情に関する事項 

(事業報告書) 

第11条 乙は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)第２４４

条の２第７項の規定に基づき、毎年度終了後、３０日以内に次に掲げる内容につい

て事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 

（１）管理業務の実施状況 

（２）施設の利用状況 

（３）料金収入の実績や管理経費等の収支状況 

（４）その他甲が必要と認める事項 

このほか、スライド制度を適用する場合は、「指定管理者制度におけるスライ

ド制度運用の手引き」により、乙は、甲の求めに応じて「スライド額実績報告書」

を作成し、甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、年度の中途において条例第２６条第１項の規定により指定を取り消された

ときは、その取り消された日から起算して３０日以内に、当該年度の当該日までの

間の事業報告書を甲に提出しなければならない。 

 (自己評価制度) 

第12条 乙は、公園の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管

理者としての管理運営について、毎年度自己評価を実施して、その報告書を前条の

事業報告書とともに甲に提出しなければならない。 

 (業務状況の聴取等) 

第13条 甲は、法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、乙に対して、当該指定管

理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実

地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 (公の施設の管理目標の達成等) 

第14条 乙は、甲、乙協議の上甲が設定する公の施設の管理目標を達成するよう努め

なければならない。 

２ 甲は、前項に規定する管理目標の達成状況を確認し、乙に対して必要な指示をす

ることができる。 

(納税証明書の提出等) 

第15条 乙は、指定の期間中、各事業年度の最終日から３月以内に、法人税、法人都道

府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書を甲に提出しなければ

ならない。 

２ 乙が埼玉県内に事業所（本社、支社、支店等）がある法人等である場合、乙は、

同意書（募集要項提出書類様式5-1又はこれに準ずる書類）を甲に提出することで、

前項に規定する納税証明書のうち、埼玉県が発行する法人県民税及び法人事業税の

納税証明書の提出を省略することができる。この場合において、甲は納税状況等確
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認システム（甲が甲の業務において使用する、埼玉県税の納税義務者の納税状況等

を確認できるシステムをいう。）を用いて乙の納税状況等を確認するものとする。 

３ 甲が前項に規定した方法により、乙の納税状況等を確認できなかった場合、乙

は、法人県民税及び法人事業税の納税証明書を甲に提出しなければならない。 

４  甲は、第１項及び前項に規定する納税証明書を確認し、必要があると認める場合

には、乙に対して、乙の経営状況に関し必要な報告を求めることができる。 

 (モニタリングの実施) 

第16条 甲は、この協定に定めるもののほか、乙の実施する指定管理業務その他公園に

おける良好な管理及びサービスの質を維持するため必要な事項について、定期に又は

必要に応じて臨時にモニタリングを自ら実施し、又は乙に実施を指示することができ

る。 

２ 甲は、前項のモニタリングの結果、公園における良好な管理及びサービスの質を

維持するため必要があると認める場合には、乙に対して業務の改善等の必要な指示

を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 

 (地位の承継等の禁止) 

第17条 乙は、指定管理者の地位を第三者に承継させ、譲渡し、担保に提供し、又は

その他の処分をしてはならない。 

 (委託等の禁止) 

第18条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、当該業務の全部を第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、あらかじめ甲の承認を受けた場合に限り、当該業務の一部を第三者に委託

し、又は請け負わせることができる。 

３ 前項の場合において、乙は、第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な

資料を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、第２項の規定により当該業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる

ときは、当該第三者の責めに帰すべき事由を全て乙の責めに帰すべき事由として責

任を負わなければならない。 

 (譲渡等の禁止) 

第19条 乙は、公園の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権そ

の他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 

（愛称の使用） 

第20条 乙は、公園に愛称を使用する場合は、あらかじめ甲の承認を受けなければな

らない。ただし、甲がネーミングライツ制度に基づき愛称を付与している間は、当

該愛称を使用するものとする。 

 (文書の管理・保存) 

第21条 乙は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等については、

別記１「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理・保存しなければならない。 

 (秘密の保持) 

第22条 乙は、指定管理業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は指定

管理業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定

が取り消された後においても、同様とする。 

２ 乙は、第１８条第２項の規定に基づき、指定管理業務の一部を第三者に委託し、

又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負わ

せなければならない。 

 (個人情報の保護) 

第23条 乙は、指定管理業務を通じて取得する個人に関する情報の取扱いについては、
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別記２「個人情報取扱特記事項」によらなければならない。 

 (情報公開) 

第24条 乙は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等であって、

乙が保有しているものについては、乙が定める情報公開規程等により開示するもの

とする。 

２ 乙は、前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、甲と協議するものとする。

当該情報公開規程等を変更しようとするときも、同様とする。 

 (県内中小企業者への配慮) 

第25条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、次のとおり県内中小企業者への配慮に

留意するものとする。 

 （１）工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、県内中小企業者の受注機 

   会の増大に努めること。 

 （２）物品の調達等に当たっては、県内中小企業者が製造又は加工した物品の利用 

   の推進に努めること。 

 (環境への配慮) 

第26条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するも

のとする。 

 （１）電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と 

   二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を 

   抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。 

 （２）資源採取から廃棄に至るまでの物品等のライフサイクル全体について、環境 

   負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。 

 (障害者雇用等への配慮) 

第27条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、次のとおり障害者の雇用等に最大限の

配慮を行うものとする。 

  （１）県内に在住する障害者の雇用拡大に努めること。 

  （２）物品の調達等に当たっては、県内障害者就労施設等からの調達に努めること。 

 （カスタマーハラスメント防止への配慮）  

 第28条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、次のとおりカスタマーハラスメントの防

止に配慮を行うものとする。  

  （１）相談体制の整備など就業者の業務の管理上必要な措置に努めること。  

  （２）カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針の作成・公表に努め

ること。 

 (施設、設備及び物品の使用) 

第29条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、甲の所有に属する公園の施設、設備及

び物品を使用することができる。 

 (備品の取扱い) 

第30条 乙が指定管理業務を行うに当たり、甲が支払う委託料を充て埼玉県財務規則

(昭和３９年埼玉県規則第１８号)第１７０条第１項第１号に規定する備品を購入し

たときは、当該備品の所有権は、甲に帰属するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する備品を購入するときは、利用者の安全等に係る緊急の場合

を除き、あらかじめ甲と協議し、承認を受けなければならない。 

  法令で規制されている備品を購入するときは、あらかじめ関係法令及び手続きを

確認し、甲と協議するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する備品を購入したときは、速やかに甲に報告しなければな

らない。 
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 (施設の新築、増改築及び修繕等の実施区分及び費用負担区分) 

第31条 第５条第１３号に規定する現状変更等を行おうとする場合の実施区分は、別

紙２「施設の新築、増築及び修繕等の実施及び費用負担区分」のとおりとする。 

２ 乙は、第５条第１３号の規定に基づき施設の現状変更等を行った場合は、あらか

じめ甲の承認を得た場合を除き、甲の立会いによる確認を受けなければならない。 

３ 乙は、甲が必要と認めるときは、当該施設の現状変更等に使用した設計図、施工

図その他の書面を甲に提出しなければならない。 

４ 甲は、第２項の確認において、当該施設の現状変更等に不備があると認めるとき

は、その改善を指示することができる。 

５ 第５条第１３号に規定する現状変更等に伴う成果物の所有権は、原則として甲に

帰属するものとする。 

 (保険契約等) 

第32条 乙は、指定管理業務を開始する日までに、別紙３「乙が契約を締結すべき保

険」に定める内容の保険契約を締結するものとし、指定の期間中、当該保険契約に

引き続き加入していなければならない。 

２ 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する

書面を速やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も

同様とする。 

 (災害等による供用の休止等) 

第33条 甲は、災害その他やむを得ない事由により公園の施設等の全部又は一部を利

用させることができないと認めるときは、その旨を乙に通知し、当該施設等の全部

又は一部の供用を休止させることができる。 

２ 乙は、予期することができない事由により公園の施設等の全部又は一部を利用さ

せることができないと認めるときは、甲の承認を得た上、当該施設等の全部又は一

部の供用を休止することができる。 

３ 前２項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲、乙協議

の上決定するものとする。 

 (責任分担) 

第34条 指定管理者と県との責任分担は、原則として別紙４「指定管理者と県の責任

分担」のとおりとする。 

   別紙４の表に定めのない事項については甲と乙が協議して定めるものとする。 

 (原状回復) 

第35条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により公園の

施設、設備又は物品を滅失し、若しくは毀損したときは、速やかに原状に回復しな

ければならない。 

２ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、

乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合にお

いて、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。 

 (指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等) 

第36条 乙は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合

には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、指定管理業務の継続が困難となった場合

又はそのおそれが生じた場合には、乙に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改

善策の提出及び実施を求めることができる。 

３ 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により指定管理業務

の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、甲と乙は、指定管理
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業務の継続の可否について協議するものとする。 

 (指定の取消し等) 

第37条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第２６条第１項の規

定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停

止を命ずることができる。 

（１）乙が第１０条、第１１条第１項、第１２条又は第１５条第１項の規定による報 

  告書又は納税証明書を提出せず、第１３条又は第１５条第４項の規定による報告 

  の求め若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。 

（２）乙が関係法令、条例及び規則又はこの協定の規定に基づく甲の指示に従わない 

  とき。 

 （３）乙が第１６条第２項又は前条第２項の規定による改善等を期間内にすることが 

  できなかったとき。 

（４）乙が関係法令、条例及び規則又はこの協定の規定に違反したとき。 

 （５）乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。 

     ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定により、 

    甲における一般競争入札等の参加を制限されている法人等 

     イ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て、又 

   は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがな 

   されている法人等 

     ウ 埼玉県から入札参加停止措置を受けている法人等 

     エ 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべ 

   き税金を滞納している法人等 

   オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７ 

   ７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。) 

   カ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団 

の構成員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」 

       という。)の統制下にある法人等 

   キ その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上 

    参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加 

    している者をいう。)が暴力団の構成員等である法人等 

（６）乙の経営状況の悪化等により、指定管理業務を継続することが不可能又は著し 

  く困難であると認められるとき。 

（７）乙が、組織的な違法行為を行った場合など、乙に指定管理業務を行わせておく 

  ことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 

 （８）その他乙に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。 

 (委託料の返還) 

第38条 乙は、前条の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理業

務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により委託料の全部又

は一部を返還しなければならない。 

 (損害賠償等) 

第39条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により甲に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、条例第２６条第１項の規定により指定の取消し等をされた場合において、

甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。 

 (施設等の引渡し) 

第40条 乙は、指定管理者の指定期間が満了し指定管理者として管理を行わなくなっ
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たとき、又は条例第２６条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消されたと

きは、公園の施設、設備及び物品を甲の指定する期日までに、条例第２７条第２項

の規定に従い原状を回復した上で甲に引き渡さなければならない。 

２ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、

乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合にお

いて、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。 

 (指定管理業務の引継ぎ) 

第41条 乙は、指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として公園の管理を行わ

なくなったとき、又は条例第２６条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消

されたときは、公園の管理が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者そ

の他その業務を引き継ぐ者に対して業務の引継ぎを実施しなければならない。この

場合において、引継ぎの方法その他引継ぎに際し必要な事項については、別途協議

するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する引継ぎに要する乙の費用を負担するものとする。 

３ 第１項に規定する引継ぎにおいて、指定管理者の指定の期間が満了する日又は指

定管理者の指定を取り消された日(以下「基準日」という。)の翌日以降の利用に係

る利用料金は後任の指定管理者等の収入とし、基準日以前の利用に係る利用料金は

乙の収入とする。 

４ 乙は、第４条第１項の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金収入を後任

の指定管理者等と精算しなければならない。 

（県事業への協力） 

第42条 甲が行うネーミングライツの導入及び導入後について、乙は甲又はネーミン

グライツ権者との調整及び甲とネーミングライツ権者が行う調整等について、積極

的に協力しなければならない。 

 (協定の改定) 

第43条 この協定の締結後、法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、

甲、乙協議して、この協定を改定することができる。 

 (年度協定) 

第44条 この協定に定めるものの他、各年度ごとに定めることが必要な事項について

は、別途締結する年度協定に定めるものとする。 

 (信義則) 

第45条 甲と乙は信義を重んじ、誠実にこの協定を遵守しなければならない。 

 (管轄裁判所) 

第46条 この協定に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものと

する。 

 (協定締結効果の遡及) 

第47条 本協定が指定管理業務開始までに締結されない場合において、甲、乙双方の

協議により、当該指定管理業務開始から協定締結時までに行われた行為は、本協定

に基づくものとして取り扱う。 

 (定めのない事項等) 

第48条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙

協議して定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、

押印に代わる電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。 
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 令和○○年○○月○○日 

 

             埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

          甲 埼玉県 

 

             埼玉県知事  ○  ○  ○  ○ 

 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           乙 ○○○○○○○○○○○ 

 

             ○○○○○  ○  ○  ○  ○ 
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別紙１「県営公園の管理に関する基本協定書(案)」第１条第２項関係 

 

○○○○○公園指定管理業務仕様書(案) 

 

 指定管理者は、県民の貴重な財産である県営公園の維持管理を行うに当たり、関係

法令等を遵守して、より効果的で効率的な管理による経費削減を図るとともに、新た

な自主事業の展開等公園施設の利活用を図って、住民サービスの向上と収入の確保に

努めること。 

 また、「○○公園(以下「公園」という。)の管理に関する基本協定書」(以下「基本

協定書」という。)の定めを遵守するほか、××○○年度埼玉県営公園指定管理者募集

要項、指定管理者が県に提出した指定期間中の事業計画書(××○○年○○月○○日付

受理。以下「指定期間中の事業計画書」という。)及び基本協定書第９条に基づく年度

別事業計画書(以下「年度別事業計画書」という。)等の内容に基づき業務を実施する

こと。 

 

Ⅰ 県営公園の管理運営に関する業務 

１ 体制の確保 

 （１）基本協定書第７条に定める総括責任者を選任し県に報告するとともに、基本 

   協定書、指定期間中の事業計画書及び年度別事業計画書に掲げる業務の遂行に 

   必要な職員を配置し、管理運営にあたること。 

 （２）指定管理者は、業務の内容に応じ必要な知識、技能、資格及び経験を有する 

   者を配置すること。 

 （３）指定管理者は、職員の育成及び運営に必要な研修を実施すること。 

  ２ 利用者サービスの向上 

  （１）利用者アンケートなどにより常に公園利用者のニーズの把握に努め、公園利 

   用者本位の柔軟なサービスの提供や公園の賑わいを創出する企画・イベントを

積極的に実施すること。 

利用者サービス向上のため各種イベントの開催や物品販売等の自主事業を行 

う場合は、年度別事業計画書に記載すること。 

 （２）公園利用者からの要望や苦情に対しては迅速かつ適切に対応し、特に重要異 

   例なものについてはその内容及び対応を直ちに県に報告すること。 

 （３）公園利用者への情報提供を積極的に行うこと。 

「彩の国だより」への掲載や県を経由してマスコミに情報提供する場合は、 

県が別に指示する方法で必要な書類を県に提出すること。 

  ３ 安全の確保 

  （１）危機管理マニュアルの作成等 

    利用者等の安全に重大な影響を及ぼす可能性のある事態が発生した場合の対 

   応マニュアルを作成し、県に提出するとともに、職員に周知徹底すること。 

    また、県営公園防災拠点運営要領を毎年度作成し、県に提出するとともに、

訓練を行い公園利用者の安全の確保を図ること。 

  （２）関係機関と連絡連携 

        利用者等の安全に重大な影響を及ぼす可能性のある事態が発生した場合は、 

   被害者の救済、保護などの応急措置を講じる他、状況に応じて関係機関に連絡 

   を取り対処すること。 

    また、直ちに県に報告し、その指示に従うこと。 

  （３）災害時の対応 
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        災害時は公園利用者の安全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うこと。 

    また、災害時は関係機関と連携して施設を有効に活用すること。 

    災害時に甲が求める公園の被害状況確認報告に協力すること。 

  （４）防犯対策 

    施設の施錠・開錠等の点検・確認及び鍵の適正な管理を行い、警察など関係 

   機関と連携して適正な防犯対策を講ずること。     

また、埼玉県防犯のまちづくり推進条例(平成１６年３月２６日埼玉県条例第 

３６号)に規定する防犯上の指針に基づき、適正な管理をすること。 

 （５）利用者指導・事故の防止等 

    危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のために使用 

   状況を適宜把握し、必要に応じて利用指導等を行うこと。 

  （６）注意報・警報等が発令された場合の対応 

    荒天が予想される場合には、事前に備品等の固定・収納、公園施設の点検の

強化、危険箇所の把握・除去、倒木・枝折れ対策など必要な措置を行うこと。 

    荒天後は園内を巡視し、災害の有無を点検し、重大な事故がある場合は速や 

   かに県に報告を行うとともに二次被害を引き起こさないよう処置を行うこと。 

なお、風水害(台風時)、大雪、地震等における危機管理体制は、次のとおり 

とすること。 

ア 風水害(台風時)、大雪等 

段  階 
業 務 内 容 

報告内容 報告時期 
勤務時間内 勤務時間外 

当該公園を含む地 

域に、熊谷地方気 

象台から風水害等 

に関する警報発表 

が予想される場合 

・警報発表時の危機管理体制 

の確認 

・気象情報の収集 

  

当該公園を含む地 

域に、熊谷地方気 

象台から各「注意 

報」の発表があっ

た場合 

・警報発表時の危機管理体制 

の確認 

・気象情報の収集 

・被害状況 

・対応状況 

・被害確認後 

速やかに 

・園内巡回 

・危険箇所の 

把握、除去 

 

当該公園を含む地 

域に、熊谷地方気 

象台から「大雨警 

報」等の発表があ 

った場合で、 

県から連絡を受け 

た場合 

（危機管理体制） 

・園内巡回 

・危険箇所の把握、除去 

・来園者の安全確保 

・気象情報の収集 

 

・被害状況 

・対応状況 

 

・被害確認後 

速やかに 

・顕著な状況 

の変化があ 

った場合 

 

県から連絡を受け 

て、上記の危機管 

理体制を解除した 

場合 

・被害状況、避難状況を調査 

 

・被害の有無 

（被害が無く 

ても報告） 

・対応状況 

・解除後速や 

かに 

県が「警戒体制」 

以上の配備を行っ 

た場合で、県から 

連絡を受けた場合 

（危機管理体制） 

・園内巡回 

・危険箇所の把握、除去 

・来園者の安全確保 

・園内の被害情報の収集 

・被害状況 

・対応状況 

 

・被害確認後 

速やかに 

・顕著な状況 

の変化があ 

った場合 
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（写真等） 

・気象情報の収集 

・県災害対策本部に協力 

 

 

 

県から連絡を受け 

て、上記の危機管 

理体制を解除した 

場合 

・被害状況、避難状況を調査 ・被害の有無 

（被害が無く 

ても報告） 

・対応状況 

・解除後速や 

かに 

 

イ 地震  

段  階 
業 務 内 容 

報告内容 報告時期 
勤務時間内 勤務時間外 

県内に、気象庁か 

ら「震度４」の発

表 が あ っ た 場 合

で、所管県営公園

の所在市町が震度

４の場合 

・連絡体制の確保 

・情報収集 

・利用者の安全確保 

・被害の有 

無 

・対応状況 

・園内巡回後速 

やかに 

・指定管理者の 

勤務時間外の 

地震の場合は 

直近の勤務時 

間に報告 

・来園者への 

情報提供 

・園内巡回 

・施設点検 

・直近の勤務 

時間に被害 

状況の確認 

・施設点検 

県内に、気象庁か

ら「震度５弱」以

上の発表があった

場合で、所管県営

公園の所在市町の

震度４以上の場合 

（危機管理体制） 

・来園者への情報提供 

・来園者、避難者の誘導 

・負傷者の応急手当 

・被害状況、避難状況を確認 

し、県へ報告 

・県災害対策本部に協力 

・被害状況 

・避難状況 

・対応状況 

・園内巡回後速 

やかに 

県が「情報収集体

制」以上の配備を

解除した場合で、

県から連絡を受け

た場合 

・被害状況、避難状況を調査 ・被害の有 

無（被害 

が無くて 

も報告） 

・対応状況 

・解除後速やか 

に 

  （７）防災活動・防災訓練への協力 

      ア 県が定める「埼玉県地域防災計画」において、○○公園は災害時における

防災活動拠点として位置づけられている。そのため、災害発生時には、広域

物資拠点としての準備や開設、県との連絡調整が生じる。 

   イ 県と○○市が締結している「災害時における避難地及び防災施設の運営に

関する協定書」に基づく業務について、県から指示又は市から依頼があった

場合はその指示等に従うこと。 

   ウ 県又は地元地方公共団体が実施する防災訓練については、公園を管理する

者として参加及び協力をすること。 

 （８）感染症対策 

    新型インフルエンザ等感染症の感染拡大やそのおそれがある時は、必要な対

策を実施すること。 

 （９）報道発表 

   ア 災害発生等に関する報道発表 

     公園スタジアム課において、一元的に記者発表を行う。 

   イ 事件・事故等に関する報道発表 

     指定管理者（直営管理分は大宮公園事務所）において、記者発表を行う。 

   ※社会的な影響を踏まえ県と指定管理者の協議の上、適切な時期に報道発表を
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行う。 

   例）・個人情報の流出（利用者データの流出）、動物園での動物の逸走 

     ・施設の管理瑕疵によって発生した公園利用者の生命に関わる事故 など 

 （10）県からの指示への対応 

    防犯や防災、事故防止に係る甲からの指示について、各公園の状況を踏まえ

て速やかに対策を実施すること。 

  ４ 地元ボランティア団体との連携 

      地域に根ざした公園となるよう地元ボランティア団体等と連携して、公園管理

を行うよう努力すること。 

   また、四半期ごとに「園内におけるボランティア団体等の活動状況報告書」を

提出すること。 

  ５ 関係法令の遵守 

      都市公園法、同施行令、埼玉県都市公園条例、同規則等のほか、関係する法令

等を遵守し、適正に管理運営を行うこと。 

 ６ その他 

  （１）拾得物の処理 

    拾得物は台帳を作成し、原則として所轄の警察署に届けること。 

  （２）ホームレスへの対応 

        ホームレスが起居の場所として使用し、一般の公園利用者の適正な利用が妨 

   げられている場合は、地元の地方公共団体等と協力して必要な措置をとるこ 

と。 

（３）施設賠償責任保険 

      管理者としてのリスクに対して、適切な範囲で施設賠償責任保険等に加入す 

  ること。 

   なお、県に責任が及んだときも含めた賠償責任保険を付保すること。 

 

Ⅱ 県営公園の行為の許可及び利用の許可に関する業務 

 １ 行為及び利用の許可 

      条例第９条及び第１０条に基づき行為の許可及び利用の許可を行うこと。 

 ２ 許可の手続・基準等 

      行為及び利用の許可の基準を定め、事務所に備え付け、その他適当な方法により

公にしておくこと。 

  ３ 埼玉県県営公園施設予約システム 

     埼玉県県営公園施設予約システム対象の公園施設は、同システムによる予約管

理及び利用者登録事務を行うこと。 

  ４ その他 

   その他行為及び利用の許可に関する業務については、「埼玉県都市公園に関す

る規則」(以下「規則」という。)及び基本協定書に従って行うこと。 

 

Ⅲ 利用に関する料金(利用料金)の収入に関する業務 

 １ 利用料金 

   公園の利用に関する料金(利用許可・行為許可に基づく利用料金)は、指定管理

者の収入とすること。 

 ２ 利用料金の設定 

  （１）条例の別表に定める範囲内において、あらかじめ県の承認を受けて利用料金

を定めること。 
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 （２）他の県営都市公園の料金と比較しても妥当な額であること。 

 （３）現行の料金設定を超える利用料金を設定する場合は、次の事項を踏まえるこ

と。 

 ア 施設のバリューアップによる維持管理水準の上昇や物価・労務単価等が上

昇する中での施設の維持管理水準の確保など、公園管理運営の実状を踏まえ

た、合理的かつ具体的な理由による適切な時期の改定であること 

イ 料金改定による利用者満足度や利用者数等への影響に配慮し、利用者ニーズ

を踏まえた柔軟な運営や新たな取組など、サービスの向上が図られているこ

と 

ウ 近隣（関東近県）の同種同規模施設（公営・民営）の料金の状況と比較（国

際試合や全国規模の大会が開催される施設の場合は全国）しても妥当な額で

あること 

エ 変更について、利用者への周知期間が設けられていること（おおむね１月以

上） 

オ 利用料金の改定により確保された財源については、施設の機能の保持、品質

の確保に優先して使用すること 

カ 指定管理期間中の料金変更については、変更後複数年にわたり大幅な黒字決

算となった場合には、委託料の変更も検討する 

３ 利用料金の減免の設定 

     国又は埼玉県（以下「県」という。）が主催する事業等に使用する場合、又は

共催する事業等に使用する場合は減額又は免除することができる。 

   ただし、電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合、又は特別な設備、管

理、模様替え等を要する場合は別途実費相当額を徴収することができる。 

また、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条

例」(昭和５８年条例第８号)及び「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用

料金の減免に関する条例施行規則」(昭和５８年規則第３２号)の規定に該当する施

設がある場合及び今後県が設置した場合は、規定に基づいて減免すること。 

  ４ 利用料金収入の報告 

     利用料金収入については基本協定書第１１条に定める事業報告書として県に報

告すること。 

また、臨時に県が報告を求める際には速やかに報告すること。 

  ５ その他 

     その他利用料金に関する業務については、規則及び基本協定書に従って行うこ

と。 

 

Ⅳ 公園施設の維持管理に関する業務 

  １ 植物管理業務 

  （１）公園利用者の安全を確保しつつ、樹木のせん定や草刈り、芝刈り、樹木や花 

   壇のかん水や病害虫防除、施肥の実施など、それぞれの植物の育成に応じて、 

    公園利用者が快適に利用できる最も適切な時期や方法を選択して管理すること。 

 （２）良好な自然環境を保つことに配慮し、農薬や除草剤についてはやむを得ない 

   場合を除いて使用しないこと。 

 （３）公園内の樹木の老朽化に伴い、適正な維持管理を行っていくため、県が管理

する樹木診断結果等に基づき県と調整のうえ適切に管理を行うこと。 

 （４）危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見に努め、除去を行うこと。 

 （５）台風等による倒木については、速やかに除去すること。 
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 ２ 清掃業務 

  （１）公園利用者が快適に利用できるように園地、建物、施設内の清掃を行うこと。 

  （２）園内から発生したごみは環境に配慮し、分別して処分すること。 

  ３ 施設管理業務 

  （１）安全面、衛生面、機能面から、公園利用者が快適に利用できるよう、適切な 

   管理を行うため、清掃、巡視、点検、修繕(塗装を含む。)を行うこと。 

  （２）施設の新築、増改築及び修繕等の実施区分は基本協定書第３１条のとおりと 

   すること。 

  （３）その他施設管理業務に関する業務については、基本協定書及び指定管理者が 

   指定申請の際に県に提出し審査を受けた事業計画書に従って行うこと。 

 （４）管理区域の保全 

    公園の管理区域については常に点検し、異常を発見した場合は直ちに県に報 

   告すること。 

 （５）都市公園移動等円滑化基準への適合 

    指定管理者は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律で規

定する特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、埼玉県都市公園条例

第１条の６に規定する都市公園移動等円滑化基準に適合させること。 

 

Ⅴ その他 

  １ 事業報告書 

     基本協定書第１１条の規定に基づき、年度終了後３０日以内に県に事業報告書

を提出すること。 

  ２ 自己評価制度 

     基本協定書第１２条の規定に基づき、管理運営について県が別に通知する方法

で自己評価を実施し、県にその報告書を提出すること。 

 ３ 指定管理者業務を行うに当たっての留意事項 

    指定管理候補者と別途協議（公園別の業務仕様） 

  ４ ネーミングライツについて 

   県が当該公園においてネーミングライツを導入しようとするとき及び導入した

ときは、指定管理者は、県又はネーミングライツ権者との調整及び県とネーミング

ライツ権者が行う調整等に積極的に協力すること。 
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別紙２「県営公園の管理に関する基本協定書（案）」第３１条第１項関係 

施設の新築、増改築及び修繕等の実施及び費用負担区分(案) 
【実施区分】 

区 

分 
  項    目 内 容 

実施区分 
   実 施 区 分 等 の 基 本 的 な 考 え 方 

甲 乙 

 

 

建 

 

物 

新築、増築   必要に応じて甲乙で協議する。 

改築又は大規模修繕、資本

的支出及び一件あたり見積

額100万円以上の修繕 

躯体、基礎軸

組、鉄骨部

分、小屋組等

の取替 

○  

建築基準法施行令第１条に規定する「構造耐力上必要な部

分」については、所有者である甲が管理すべき者であるた

め、必要に応じて甲が行う。 

一件あたり見積額100万円

未満の修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として乙が実施

する。 

 

構 

築 

物 

新設等   必要に応じて甲乙で協議する。 

資本的支出及び一件あたり

見積額100万円以上の修繕 

 
○  

 

一件あたり見積額100万円

未満の修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として乙が実施

する。 

 

機

械 

装

置 

新設等   必要に応じて甲乙で協議する。 

資本的支出及び一件あたり

見積額100万円以上の修繕 

 
○  

 

一件あたり見積額100万円

未満の修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として乙が実施

する。 

 

備 

 

 

品 

購 入  

 ○ 

管理運営上必要なものの購入であるため、乙が実施する。

なお、乙が委託料で購入するものは甲の備品とする。 

資本的支出となる修繕  ○   

上記以外の修繕  
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として乙が実施

する。 

上記以外の建物、機械装置、

備品の改築・改装改造等 

いわゆる 

「模様替 

え」等 
 ○ 

乙が委託料以外の費用により、サービス向上や効率的な管

理運営のため、改築等した部分についての権利を将来にわ

たって主張しないことを条件とする。 

 

植 

 

栽 

一件あたり100万円以下の

倒木、伐採等の対策 

 
 ○ 

100万円以下の部分は、乙の負担とする。 

一件あたり100万円を超え

る部分の倒木、伐採等の対

策 

 

○  

100万円を超える部分は、所管する公園事務所と協議の

上、甲の負担とする。 

基本的考え方 
※１ 原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修(小破修繕：一件当たり見積額１

００万円未満のもの等)は、施設の管理に付随するものであるため、乙が実施し、それ以外は甲が実施する。
ただし、緊急を要する場合や、乙が自ら提案し経費を負担するなど特別な理由がある場合は、甲、乙協議の上
決定する。 

※２ 乙は、建物の新築、増改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又は修繕及び備品の購入
等に当たっては、原則としてあらかじめ甲と協議し、承認を受けなければならない。また、いわゆる「模様替
え」等についても同様とする。 

※３ 工事に伴う成果物の所有権は、基本協定書第３１条第５項の規定のとおり、原則として甲に帰属する。 
※４ 購入した備品の所有権は、基本協定書第３０条第１項の規定のとおり、甲が支払う委託料を充てて購入した

ものは甲に帰属する。 
※５ 植栽に係る「倒木、伐採等」には害虫等の消毒や対応を含む。 

※ 表中の甲は埼玉県と、乙は指定管理者と読み替えるものとする。 

【費用負担区分】 

  原則として実施区分と同様とし、甲、乙それぞれが費用を負担する。ただし、天災その他 

 不可抗力による建物等の損壊復旧に係る費用の負担については、甲、乙協議する。 
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別紙３「県営公園の管理に関する基本協定書（案）」第３２条第１項関係 

 

乙が契約を締結すべき保険（案） 

 

 乙は、指定の期間中、次の保険契約を締結するものとする。なお、保険契約につい

ては、１年毎に更新する場合も可能とする。 

 （１） ○○○○保険 

     (※基本協定書締結時には詳細を記載。) 

 （２） ○○○○保険 

     (※基本協定書締結時には詳細を記載。) 

                                                                            

※ 県と指定管理者が協議し、各施設の実情に合わせて保険金額及び条件等を設定す

る。 

※ 公園施設の賠償責任保険については、県に責任が及んだときも含めた賠償責任保

険を付保すること。 

※ 指定管理者の行う業務内容及び提案内容によっては、生産物賠償責任保険(ＰＬ保

険)、店舗賠償責任保険等、必要な保険について提案を受け付けそれを評価する。 

※ 参考(現行の加入保険の例) 

  ○ 公園施設賠償責任保険 

     保険契約者－乙 

     被保険者－乙 

     保険の対象－○○○○○公園の施設内における法律上の賠償責任 

     保険期間－１年間 

     ・賠償責任保険 補償額－対人：１名 ２億円、１事故 ４億円 

                対物：１事故 ２千万円 

             免責金額－５千円 

  ○ 自動車保険 

     保険契約者－乙 

     被保険者－乙 

     保険の対象自動車－県所有貸与自動車 

     保険期間－指定管理期間中更新し続けるものとする 

     補償額－対人：１名につき無制限 

         対物：１事故につき無制限 

     免責金額－なし 
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別紙４「県営公園の管理に関する基本協定書（案）」第３４条関係 

指定管理者と県の責任分担(案) 

【分担区分】 

項目 内容 甲 乙 

管理運営準備・運営引

継ぎリスク 

県の責めにより、問題が発生した場合

に関するもの 
〇   

上記以外に問題が発生した場合に関す

るもの 
  〇 

指定管理取りやめリス

ク 

指定管理者による管理を取りやめた場

合に関するもの(指定の取消しに伴うも

のを除く) 

〇   

住民問題リスク 

指定管理者の指定に伴う、住民反対運

動・訴訟等に関するもの 
〇   

上記以外のもので、指定管理業務にお

ける地域との調和及び連携に関するこ

と 

  〇 

法令変更リスク 

施設の設置基準の変更等、法令変更に

伴い施設設備等の改修・整備が必要な

もの 

〇   

税制度の変更リスク 
税制度の変更による納税額の増加によ

るもの 
  〇 

物価変動リスク 
指定後の物価上昇、インフレ、デフレ

によるもの 
  〇 

金利変動リスク 金利変動に伴う経費の増加によるもの   〇 

運営費の膨張リスク 人件費等の運営費の膨張   〇 

利用変動リスク 当初の利用見込みとの乖離   〇 

利用料金の未収 利用料金の未収による収入減   〇 

第三者への損害賠償リ

スク 

指定管理者の管理上の瑕疵によるもの   〇 

指定後に発覚した施設設備等の設計・

構造上の瑕疵によるもの 
〇   

運営の中断に係わるリ

スク 

指定管理者の管理上の瑕疵による臨時

休館、事業中止等 
  〇 

指定後に発覚した施設設備等の設計・

構造上の瑕疵による臨時休館、事業中

止等 

〇   

県の責めに帰すべき要因による臨時休

館、事業中止等 
〇   

計画変更リスク 
県の責めによる事業内容・用途の変更

によるもの 
〇   

火災による損害リスク 

指定管理者の管理上の瑕疵によるもの  ○ 

指定後に発覚した施設設備等の設計・

構造上の瑕疵によるもの 
○  

対利用者リスク 利用者の事故に関するもの   〇 
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対職員リスク 職員の業務上のけが等   〇 

ボランティアリスク 
ボランティアが施設内で活動する場合

の業務上のけが等に関するもの 
  〇 

プライバシー保護リス

ク 
利用者の個人情報の取扱に関するもの   〇 

事業終了時のリスク 

指定期間が終了した場合又は期間途中

において業務を廃止した場合におけ

る、指定管理者が設置した設備・備品

の撤去費用等   

〇 

    ※ 表中の甲は埼玉県と、乙は指定管理者と読み替えるものとする。 

   ※ 委託料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には協議事項とする。 

  ※ 指定管理業務の継続に重大な影響を及ぼすものは協議事項とする。 

   ※ 指定管理者はリスクを想定の上、任意で保険に加入するものとする。 

【費用負担区分】 

 原則として責任分担に応じて甲、乙それぞれが費用を負担する。ただし、不可抗力(暴風、

豪雨、洪水、地震、落盤、争乱、騒動、感染症その他甲又は乙のいずれの責めにも帰すこと

のできない自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの)に伴う経費増や事

業履行不能等については協議事項とする。 
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 別記１「県営公園の管理に関する基本協定書（案）」第２１条関係 

 

文 書 管 理 上 の 留 意 事 項 

 

(基本的事項) 

第１ 乙は、指定管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書、図画及び電磁

的記録(以下「文書等」という。)を正確かつ迅速丁寧に取り扱うとともに、常にそ

の処理の経過を明らかにし、適正に管理しなければならない。 

(文書等の管理基準等) 

第２  乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、当該業務の性質、内容等

に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。 

(文書等の保存期間) 

第３ 乙は、埼玉県文書管理規則第８条及び当該文書等の利用の頻度、保管場所のス

ペース、消滅時効等を勘案し、甲と協議の上、当該文書等の保存期間を定めるもの

とする。 

(文書等の廃棄) 

第４ 乙は、当該文書等の保存期間が満了したときは、甲と協議の上、当該文書等の

廃棄を決定するものとする。この場合において、乙は、破砕、熔解、焼却その他甲

の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならない。 

(文書等の引継ぎ) 

第５ 乙は、指定期間が終了したときは、速やかに、当該文書等のうち保存期間が終

了していないもの又は甲の指示したものを甲又は甲の指定する者に引き継がなけれ

ばならない。 
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 別記２「県営公園の管理に関する基本協定書（案）」第２３条関係 

 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

 乙が指定管理業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」とい

う。）の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、指定管理業務の実施に当たっては、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）並

びにその他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規則等を遵守し、個人の権利

利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならな

い。 

（利用目的の特定） 

第２ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、指定管理業務の遂行に必要な範囲内

において、その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定しな

ければならない。 

（利用目的による制限） 

第３ 乙は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならな

い。 

（従事者の監督） 

第４ 乙は、指定管理業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、法

第６６条、第６７条、第１７６条及び第１８０条の規定の内容を周知し、従事者か

ら誓約書（別記様式）の提出を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、そ

の写しを提出しなければならない。 

３ 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第

５第１項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ

適切な監督を行わなければならない。 

（安全管理措置） 

第５ 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏

えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するな

ど必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたとき

は、甲に対し、その内容を報告しなければならない。 

３ 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行

う。 

（取扱状況の報告等） 

第６ 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、甲、乙協議の上定める期間、方

法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等を書面により甲に報告しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、

従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査する

ことができる。 

３ 甲は、乙に対し、前２項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示

をすることができる。 
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（利用及び提供の制限） 

第７ 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を指定管理業務以外

の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。指定管理業務を行

わなくなった後においても、同様とする。 

（個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第８ 乙は、第７に基づき、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合におい

て、甲と協議の上、必要があると認めるときは、その取り扱う個人情報の提供を受

ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限

その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講ずることを求めなければならない。 

（複製等の禁止） 

第９ 乙は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の

外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのあ

る行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

（資料等の引渡し等） 

第１０ 乙は、指定管理業務を行わなくなった場合には、その取り扱う個人情報が記

録された資料等（電磁的記録を含む。以下「引渡し対象資料等」という。）を速や

かに甲又は甲の指定する者に引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示し

たときは、その指示に従うものとする。 

２ 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承認を受けたときは、甲立会いの下に引渡

し対象資料等を廃棄することができる。 

３ 前２項の規定は、乙が指定管理業務を行う上で不要となった引渡し対象資料等に

ついて準用する。 

（再委託の禁止等） 

第１１ 本協定書第１８条第２項に定めるところにより、乙が指定管理業務の一部

（個人情報の取扱いを含む場合に限る。）を第三者に委託し、又は請け負わせる場

合は、乙は、この協定及び特記事項の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又

は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者

に対して次に掲げる事項を行わなければならない。 

（１）法第６６条、第６７条、第１７６条及び第１８０条の適用を受けることの説明

をすること 

（２）個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせること 

（３）個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要

かつ適切な監督をすること 

（安全確保上の問題への対応） 

第１２ 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全

の確保に係る事態であって、指定管理業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の

発生を知ったときは、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告

し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければ

ならない。 

２ 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該

事案に係る本人への対応（本人に対する適宜の手段による通知を含む。）等の措置

を甲と協力して講じなければならない。 

（苦情処理） 

第１３ 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ
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ならない。 

２ 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。 
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別記様式「個人情報取扱特記事項」第４関係 

 

誓   約   書 

 

  私は、○○○公園の指定管理業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱

う個人に関する情報に関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第６６条（安全管理措置）、第６７条（従事者の義務）、第１７６条及び第１

８０条（罰則）の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。 

  私は、○○○公園の指定管理業務に従事している間及び従事しなくなった後にお

いて、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律

等の関係法令が適用されることを自覚し、県民の福祉を増進する目的をもって県民

の利用に供されるべき○○○公園の指定管理業務の従事者として誠実に職務を行う

ことを誓います。 

 

                                    記 

 

説明した者  ○○○公園指定管理者 ○○○○○○○○○（指定管理者名称） 

       ○○○○（指定管理業務に関する総括責任者の役職名）   ○○○○（氏名） 

 

 

  令和○○年○○月○○日 

 

 

                                        氏 名 ○ ○ ○ ○    
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別添資料３「県営公園指定管理業務に関する危機管理体制について」 

（１）目的 

不特定多数の人が集う公園では、地震等の自然災害の他、人為的災害や人身事故など、様々な

災害に備えておくことが必要です。特に、役割分担の明確化と迅速な情報伝達は、人命救助や現

場復旧の点からも、また、県の危機管理上においても非常に重要です。 

各指定管理者は、事故等が発生した場合、まずは県に一報してください。 

また、災害・事故等でなくても取材を受けた場合や記事やニュース化されたもの、話題となっ

ている情報等がある場合も報告してください。 

 

（２）情報伝達フローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

指定管理者 他の指定管理者 

大宮公園事務所又は営繕・公園事務所 

公園スタジアム課 

危機管理課 

知事室長 

報道長 

災害対策課 

都市整備部長 

都市政策・公園局長 

都市整備政策課 
関係部課所 

知事・副知事 

協議 

情報の共有 

報告 報告 

危機管理体制の発令・解除 

指示・助言・報告 

必要に応じ現場確認 

※ ※ 

その他危機 

管理情報 
災害情報 報告 報告 

危機管理情報・災害情報 

報告 

※緊急時 

大宮公園事務所、営繕・

公園事務所から直接報

告。 
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（３）情報の種類 

ア 災害発生情報及び被害情報 

  災害の程度・種類により以下の４つに分ける。 

（ア） 情報収集体制（地震：震度５弱、風水害等：台風直撃など）以上をとる地震、その他

災害の場合 

  ※情報収集体制とは埼玉県災害対策本部要綱で定める県職員の配備基準をいい、以下の場 

合に配備される。 

    地震：地震発生時、原則として震度５弱の揺れが発生した場合 

    風水害等：災害が発生または発生が予想される場合（台風直撃等） 

（イ）気象警報発表の場合 

（ウ）震度４の地震発生  

（エ）その他の災害の場合 

   ・地震による施設被害が発生 

   ・強風による被害が発生 

   ・雨による冠水等が発生 

   ・その他災害に関して重要と判断される事項 

 

 イ 事件・事故情報 

 例・公園内で発生した事件・事故・火災等 

   ・近辺の火災による被害発生の可能性がある場合 

  ・個人情報の流失（利用者データの流失）等県民生活に重大な影響を及ぼす事件 

  ・自家発電機など、重要設備・施設の故障 

   ・その他危機管理に関して重要と判断される事項 

 

 ウ 外部からの照会等の情報 

 例・議員等からの照会、依頼等 

  ・公園関係の新聞記事、テレビニュース等 

  ・マスコミからの取材 

  ・その他重要と判断される情報 

 

 エ 利用者からの要望・苦情等の情報 

 例・利用者の生命・身体に危険が予想される事項 

  ・同様の趣旨が複数寄せられた事項 

   ・議員、マスコミ等を通じて今後の波及が予想される事項 

・今後の施設整備・管理上参考となる事項 


